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第一部 【企業情報】

 
第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 平成26年１月 平成27年１月 平成28年１月 平成29年１月 平成30年１月

売上高 (千円) 123,461 180,920 155,014 148,133 382,703

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △42,196 17,398 6,334 △83,856 △195,956

親会社株主に帰属する
当期純利益又は
親会社株主に帰属する
当期純損失(△)

(千円) △70,954 13,384 △11,228 △143,404 △124,153

包括利益 (千円) △71,351 13,354 △9,973 △144,584 △124,051

純資産額 (千円) 975,205 988,560 978,586 834,001 1,411,211

総資産額 (千円) 1,013,153 1,030,706 1,029,938 871,838 1,764,540

１株当たり純資産額 (円) 362.40 367.36 363.65 30.99 47.23

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) △26.37 4.97 △4.17 △5.32 △4.49

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 96.3 95.9 95.0 95.7 79.9

自己資本利益率 (％) ― 1.4 ― ― ―

株価収益率 (倍) ― 289.5 ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △5,615 33,112 △4,648 △272,310 67,936

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 9,337 △1,605 △154,854 179,753 △810,739

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― ― 920,430

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 671,187 702,693 543,190 450,633 628,262

従業員数 (名) 11 11 13 12 35
 

(注) １．売上高には消費税等は含まれておりません。

    ２．第18期、第20期及び第21期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失で

あり、また潜在株式が存在しないため、第19期は、潜在株式が存在しないため、記載を省略しておりま

す。第22期は、潜在株式が存在するものの、１株あたり当期純損失であるため、記載を省略しておりま

す。

    ３．第18期、第20期、第21期及び第22期は、親会社株主に帰属する当期純損失が計上されているため、自己資

本利益率及び株価収益率を記載しておりません。

    ４．第18期において１株につき100株の株式分割を行いましたが、第18期の期首に当該株式分割が行われたと

仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定し

ております。

５．「（重要な後発事象）」に記載のとおり、平成30年２月１日付で普通株式１株につき10株の株式分割を

行っておりますが、第21期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり

当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 平成26年１月 平成27年１月 平成28年１月 平成29年１月 平成30年１月

売上高 (千円) 113,405 172,756 148,467 138,704 375,530

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △50,006 16,655 △10,125 △106,803 △51,240

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) △65,913 13,573 △12,666 △160,511 △52,890

資本金 (千円) 1,119,605 1,119,605 987,425 987,425 1,337,285

発行済株式総数 (株) 2,691,000 2,691,000 2,691,000 2,691,000 2,985,000

純資産額 (千円) 975,016 988,560 975,868 815,457 1,463,929

総資産額 (千円) 1,004,596 1,021,461 1,017,715 839,739 1,783,582

１株当たり純資産額 (円) 362.32 367.36 362.64 30.30 48.99

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―
(うち１株当たり
 中間配当額)

(円) (―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) △24.49 5.04 △4.71 △5.96 △1.91

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 97.1 96.8 95.9 97.1 82.0

自己資本利益率 (％) ― 1.4 ― ― ―

株価収益率 (倍) ― 285.4 ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

従業員数 (名) 11 11 13 12 14
 

(注) １．売上高には消費税等は含まれておりません。

    ２．第18期、第20期、第21期及び第22期は当期純損失が計上されているため、自己資本利益率及び株価収益率

を記載しておりません。

    ３．第18期、第20期及び第21期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失で

あり、また潜在株式が存在しないため、第19期は、潜在株式が存在しないため、記載を省略しておりま

す。第22期は、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため、記載を省略しておりま

す。

    ４．第18期において１株につき100株の株式分割を行いましたが、第18期の期首に当該株式分割が行われたと

仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定し

ております。

５．「（重要な後発事象）」に記載のとおり、平成30年２月１日付で普通株式１株につき10株の株式分割を

行っておりますが、第21期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり

当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。
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２ 【沿革】
 

年月 事項

平成８年２月 大阪府大阪市北区に株式会社デジタルデザインを設立

平成11年７月 オリジナルコンピューターおよび周辺機器の設計を目的とした子会社の株式会社アクアリウムコン

ピューター（現 株式会社ディーキューブ）を設立

平成11年12月 ネットワークアクセス高速化ミドルウェア「Fast Connector®」が大阪市主催の「ベンチャービジネ

スコンペ大阪'99」において優秀賞受賞

平成12年４月 東京オフィスを東京都渋谷区に開設

平成12年６月 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場（現 東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(グロース)）に第一号

銘柄として上場

平成14年３月 東京オフィスを東京都千代田区に移転

平成16年９月 高速通信技術に関する国内特許を取得

平成18年１月 東京オフィスを東京都千代田区神田須田町に移転

平成18年11月 高速通信技術に関する米国特許を取得

平成19年５月 高速通信技術に関する中国特許を取得

平成19年11月 子会社である株式会社アクアリウムコンピューターの商号を株式会社ディーキューブへ変更し、不動

産仲介および販売代理等の事業を開始

平成19年12月 株式会社インテラ・ブレーン（現 DDインベストメント株式会社）の全株式を取得し子会社化

平成20年２月 東京オフィスを東京都台東区浅草橋に移転

平成20年４月 ネットワークにおけるデータ配信方法に関する特許を取得

平成20年11月 資格試験運営サービス事業を展開する株式会社UML教育研究所の株式を取得し子会社化

平成22年５月 東京オフィスを東京都千代田区神田司町に移転

平成22年９月 パケット圧縮通信技術に関する特許を取得

平成23年３月 データ通信方法に関する特許を取得

平成24年２月 株式会社リミックスポイントより、捜査支援用画像処理システム「イメージレポーター」および企業

向け動画共有サイト構築ソフト「CorporateCAST」を事業移管

平成27年11月 子会社である株式会社インテラ・ブレーンをDDインベストメント株式会社へ商号変更し、投資コンサ

ルティング事業を開始

平成29年５月 株式会社デジタルデザインをSAMURAI&J PARTNERS株式会社へ商号変更

平成29年８月 東京オフィスを東京都港区虎ノ門へ移転

平成29年10月 投資銀行事業およびFintech事業を展開しているAIP証券株式会社（現 SAMURAI証券株式会社）の株式

を取得し子会社化

平成29年11月 子会社であるAIP証券株式会社の全株式を取得し、SAMURAI証券株式会社へ商号変更

 金融・投資事業の拡大に向け、子会社としてSAMURAI ASSET FINANCE株式会社を設立

平成30年１月 ITソリューション事業およびシステム受託開発事業を展開している株式会社ヴィオの全株式を取得し

子会社化
 

（注）平成30年３月に子会社であるSAMURAI ASSET FINANCE株式会社は、貸金業者登録（登録番号「東京都知事

（１）第31682号」）を取得しております。
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３ 【事業の内容】

当社及び連結子会社（６社：以下、「当社グループ」という。）が営んでいる主な事業内容と当該事業に係

るセグメントの位置づけは次のとおりであります。

なお、第３四半期連結会計期間において、AIP証券株式会社（現 SAMURAI証券株式会社）を連結の範囲に含め

たことに伴い、従来の「ITサービス事業」、「自社ビル賃貸事業」に「金融関連事業」を報告セグメントとし

て追加しております。

また、連結子会社のうち、SAMURAI ASSET FINANCE株式会社につきましては、貸金業の登録準備中であったた

め（平成30年３月23日付にて登録完了）、記載を省略しております。

　

（１）ITサービス事業

当社は、ネットワークアクセス高速化ミドルウェア「Fast Connector」シリーズの販売・保守業務、

捜査支援用画像処理システム「イメージレポーター」の販売のほか、システム受託開発を行っておりま

す。

また、連結子会社である株式会社ヴィオにおきましては、ITソリューション事業及びシステム受託開

発事業を行っております。

連結子会社である株式会社UML教育研究所におきましては、コンピュータの利用技術に関する資格試験

運営サービス業務を行っております。

連結子会社であるDDインベストメント株式会社におきましては、主に外貨両替機の設置・運用業務を

行っております。

 
（２）自社ビル賃貸事業

当社および連結子会社である株式会社ディーキューブは、保有する賃貸不動産の賃貸事業を行ってお

ります。

 
（３）金融関連事業

当社は、エクイティファイナンスを中心とした投資銀行事業を行っております。

また、連結子会社であるAIP証券株式会社（現 SAMURAI証券株式会社）におきましては、クラウドファ

ンディングサービスを中心とした投資銀行事業を行っております。
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４ 【関係会社の状況】

(連結子会社)

　

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
(％)

関係内容

DDインベストメント株式会社
(注)１

東京都港区 30,000
有価証券の投資、売買、保有
及び運用に関わる投資コンサ
ルティング業務

100.0
役員の兼任あり
資金援助あり

株式会社UML教育研究所
(注)１

東京都港区 52,000
コンピュータの利用技術に関
する資格試験資産の管理

88.3
役員の兼任あり
資金援助あり

株式会社ディーキューブ 大阪市北区 60,000
不動産の売買、賃貸、仲介
及び管理業務

100.0
役員の兼任あり
資金援助あり

SAMURAI証券株式会社
(旧 AIP証券株式会社）
(注)２

東京都港区 268,095
投資銀行事業、

クラウドファンディング事業
100.0 役員の兼任あり

SAMURAI ASSET FINANCE株式会社 東京都港区 60,000 金融事業 100.0
親会社従業員が
役員を兼務

株式会社ヴィオ 東京都中央区 11,050
ITソリューション事業、

システム受託開発事業
100.0 役員の兼任あり

 

(注)　１．債務超過額は、平成30年１月末時点で以下のとおりであります。

DDインベストメント株式会社 148,273千円

株式会社UML教育研究所 19,974千円
 

２．特定子会社であります。

３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

 

EDINET提出書類

ＳＡＭＵＲＡＩ＆Ｊ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社(E05094)

有価証券報告書

 6/90



 

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成30年１月31日現在

セグメントの名称 従業員数（名）

ITサービス事業 21

自社ビル賃貸事業 －

金融関連事業 ８

全社（共通） ６

合計 35
 

(注) １．従業員数は、就業人員数であります。

２．全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

３．前連結会計年度末に比べ従業員数が23名増加しておりますが、主として平成29年10月16日付で、AIP証

券株式会社（現 SAMURAI証券株式会社）及び平成30年１月16日付で、株式会社ヴィオを連結子会社化

したことによるものであります。

 

(2) 提出会社の状況

平成30年１月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

14 40.14 2.28 4,745
 

 

セグメントの名称 従業員数（名）

ITサービス事業 ３

自社ビル賃貸事業 －

金融関連事業 ５

全社（共通） ６

合計 14
 

(注) １．従業員数は、就業人員数であります。

２．パートタイマー及びアルバイトは除いております。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４．全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

５．前連結会計年度末に比べ従業員数が２名増加しておりますが、主な理由は、業務拡大に伴い期中採用

が増加したことによるものであります。

　　

(3) 労働組合の状況

当社グループに労働組合はありません。

なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、経済政策を背景に企業収益や雇用環境が改善し緩やかな回復基調

となりましたが、海外経済の不確実性や東アジア地域における地政学的リスクの高まりなど、先行き不透明

な状況が続きました。

このような状況の下、当社は、ネットワークアクセス高速化ミドルウェア「Fast Connector」シリーズ及

び捜査支援用画像処理システム「イメージレポーター」につきまして、お客様の初期負担が少なく便利な機

能が継続的に利用できるよう様々な販売方式の検討を行うとともに、これらの主要プロダクト及びシステム

受託開発に対しては、特に顧客満足度と収益性の向上を目指して活動を進めてまいりました。

　

ネットワークアクセス高速化ミドルウェア「Fast Connector」シリーズにつきましては、既存顧客に対し

ニーズの深堀を図るとともに、新規顧客の開拓に注力いたしました。

捜査支援用画像処理システム「イメージレポーター」につきましては、検察、警察などの機関への新規・

追加導入のほか、前連結会計年度よりサービスメニューとして追加しました画像解析作業の請負につきまし

ても、関係機関並びに一般企業への認知度を高める活動を進めてまいりました。

　

また、当連結会計年度におきましては、収益力の改善を図ることを目的に、注力する事業及び製品の選別

を行いました。その結果、業績が伸び悩んだ「耐騒音型マイクおよびクラウド救急支援システム（CEMS）」

事業の撤退や、当初予定していた収益が見込めなかったクラウド型デジタルデータ化サービス「BizIT」の規

模縮小を図りました。その中で、経営陣のノウハウを最大限に活かすべく金融関連事業を新たに開始し、AIP

証券株式会社（現 SAMURAI証券株式会社）の子会社化を行い、ITサービス事業につきましても、株式会社

ヴィオを子会社化し、生産能力の底上げを図っております。

　

以上の結果、当連結会計年度におきましては、売上高382,703千円（前連結会計年度比158.4％増）、営業

損失182,891千円（前連結会計年度は営業損失86,534千円）、経常損失195,956千円（前連結会計年度は経常

損失83,856千円）、親会社株主に帰属する当期純損失124,153千円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する

当期純損失は143,404千円）となりました。
 

「３［事業の内容］」に記載のとおり、当連結会計年度より報告セグメントに「金融関連事業」を追加し

ております。

セグメント毎の業績は、次のとおりであります。

　

(ITサービス事業)

ITサービス事業につきましては、ネットワークアクセス高速化ミドルウェア「Fast Connector」シ

リーズにある、異種DBレプリケーションソフトウェア「FC Replicator 2」の新規大型の受注をはじめ、

既存顧客への追加導入等、着実に販売数を増やしております。また、保守サポートに関する年間契約

も、ほぼ継続されており売上金額は堅調に推移しております。

捜査支援用画像処理システム「イメージレポーター」につきましては、既存顧客からの追加発注や前

連結会計年度より新たに開始しました画像解析作業請負サービスの認知度の高まりはありましたが、売

上金額は横ばいの推移となりました。

システム受託開発につきましては、得意分野への特化と継続性のある案件獲得への注力により、既存

顧客へ納品したシステムに対する追加改修等、継続性のあるお話をいただいております。
 

以上の結果、当連結会計年度におきましては、売上高73,418千円（前連結会計年度比46.3％減）、セ

グメント損失49,586千円（前連結会計年度はセグメント利益9,031千円）となりました。
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(自社ビル賃貸事業)

連結子会社である株式会社ディーキューブが保有する賃貸不動産（自社ビル）の賃貸事業は、平成29

年６月の売却時まで継続しておりましたが、不動産の効率的運用と財務体質の改善を図るため、当該不

動産は売却しております。

　その後に取得しました大阪市中央区東心斎橋の賃貸不動産につきましては、当初の目論見通り、堅調

に収益を上げております。
 

以上の結果、当連結会計年度におきましては、売上高42,206千円（前連結会計年度比269.9％増）、セ

グメント利益28,885千円（前連結会計年度比232.0％増）となりました。
 

(金融関連事業)

金融関連事業におきましては、当連結会計年度より新たに立ち上げた事業でありますが、経営陣のノ

ウハウを生かし、第三者割当増資の引受けを成功させる等の成果が出ております。本成功を皮切りに

し、今後も金融関連事業の拡大を進めてまいります。また、第３四半期に子会社化したAIP証券株式会社

（現 SAMURAI証券株式会社）が運営するクラウドファンディングのプラットフォームをリニューアル

し、サービスの名称も「SAMURAI」に変更しております。これにより、企業の資金調達ニーズに対する

ファイナンスアレンジやM&Aのアドバイザリー業務及び投資ファンドの組成業務を拡大し、投資家の方々

により魅力あるサービスを提供できるよう努めてまいります。
 

以上の結果、当連結会計年度におきましては、売上高267,079千円、セグメント利益10,542千円となり

ました。

 
(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、628,262千円（前連結会計

年度末残高は450,633千円）となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は以下のとおりであります。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動の結果、増加した資金は、67,936千円（前連結会計年度は272,310千円の減少）となりました。

主な内訳は、固定資産の売却益の計上等により税金等調整前当期純損失が111,647千円と前年同期に比べ

29,519千円の増益となりましたこと、固定資産売却益を103,204千円計上したこと、及び前年と比較して、

預け金が119,847千円減少したこと、未収入金が26,901千円減少したことであります。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動の結果、減少した資金は、810,739千円（前連結会計年度は179,753千円の増加）となりました。

主な内訳は、有形固定資産の取得による支出600,780千円と、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出が486,377千円発生したためであります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果、増加した資金は、920,430千円（前連結会計年度は増減無し）となりました。

主な内訳は、長期借入金の新規借入260,000千円と、新株の発行による収入690,928千円によるものであ

ります。　
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

ITサービス事業 16,934 △76.8

合計 16,934 △76.8
 

(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．自社ビル賃貸事業及び金融関連事業においては、生産活動を行っておりません。

３．金額は、製造原価によります。

 

(2) 受注状況

当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

ITサービス事業 50,788 △29.9 4,661 △85.7

合計 50,788 △29.9 4,661 △85.7
 

(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　 ２．金額は、販売価格によります。

３．自社ビル賃貸事業においては、テナント賃貸のみ行っているため記載しておりません。

 

(3) 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

ITサービス事業 73,418 △46.3

自社ビル賃貸事業 42,206 269.9

金融関連事業 267,079 ―

合計 382,703 158.4
 

(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　 ２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前連結会計年度
(自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日)

当連結会計年度
(自　平成29年２月１日
至　平成30年１月31日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

アズ株式会社 36,000 24.3 ― ―

高畠町 24,249 16.4 ― ―
 

当連結会計年度においては、販売実績の割合が総販売実績に対する割合の10％以上を占める相手先

が存在しないため、記載を省略しております。
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３ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

１．経営方針

当社は、「最高の英知を集結し、新しい価値の創造に挑戦する」ことを経営理念に掲げ、平成29年５月

１日に、SAMURAI＆J PARTNERS株式会社へ商号変更し、新体制のもと、経営および業務に取り組んでおりま

す。

我々の持てる全ての知識と経験を集結し、新たな分野に挑戦し続けることが、社会的な価値を生み出

し、社会貢献に繋がるものと確信しております。

　

２．経営環境

わが国経済は、経済政策を背景に企業収益や雇用環境が改善し緩やかな回復基調となりましたが、海外

経済の不確実性や東アジア地域における地政学的リスクの高まりなど、先行き不透明な状況が続きまし

た。

このような状況の下、金融関連事業におきましては、世界各国の株式市場の影響等を受けることが予測

され、更なる収益力拡大を図るため、AIP証券株式会社（現 SAMURAI証券株式会社）を子会社化しておりま

す。

また、既存のITサービス事業におきましては、業界の競争環境は激化しており、収益の延び悩やみが続

いており、収益力と体制強化を図るため、株式会社ヴィオを子会社しております。

当社グループは、このような経営環境のもと、グループ一丸となって以下の対処すべき課題に取り組ん

でまいります。

なお、文中における将来に関する記載は、本書提出日現在において入手可能な情報に基づき、当社が判

断したものであります。

　

３． 対処すべき課題
　
　① 既存事業の収益拡大に向けた取り組み

グループ連携を強化し、ITサービス事業の規模拡大およびシステム受託開発の体制強化に取組んで

まいります。また、ステークホルダーの皆様からの信頼を得ると共に、収益力のある企業を目指して

まいります。
　
② 新規事業の成長に向けた取り組み

当社の強みとなる「金融×IT」という分野のクラウドファンディング事業やブロックチェーン関連

事業において、更なるシナジー効果を発揮すべく邁進いたします。
　
③ 内部管理体制の強化への取り組み

当社は、今後の収益及び事業拡大に向け、内部管理体制の強化が不可欠であると認識しており、必

要な人材の確保及び育成に取組んでおります。また、更なる内部管理体制の強化を図ることで、より

一層のコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
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４ 【事業等のリスク】

当社グループは、事業の性質上、様々なリスクにさらされており、これらのリスクは将来の当社グループの財政

状態及び業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

以下に、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しておりますが、当社グ

ループの事業遂行上発生しうるすべてのリスクを網羅しているものではありません。

なお、文中における将来に関する記載は、本書提出日現在において入手可能な情報に基づき、当社が判断したも

のであります。

 
１．事業環境に関するリスク

（１）投資環境に係るリスク

当社グループは、自己資金による投資を行い、株式市場での売却や第三者等への売却により収益

を得ることを業務としております。

このため、当社グループの経営成績や財政状態は、世界各国の株式市場の影響を受けることにな

り、世界経済が不況に陥った場合、投資先企業の業績不振が当社グループの投資資産価値の減価に

つながる可能性があります。

また、投資資金を回収する局面において、株式市場が活況でない場合や、地震、火災、テロ、戦

争等の災害の発生により経済環境が低迷した場合は、当社グループの経営成績や財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。

　

（２）他社との競合に係るリスク

当社グループが属する情報サービス業界におきましては、企業間の競争はもとより、海外の企業

との競合など業界の競争環境は激化しております。このような影響の下、事業環境の変化等により

顧客企業のIT投資ニーズが急速かつ大きく変化した場合や、業界内での価格競争が現状を大幅に超

える水準で継続した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

（３）為替変動に係るリスク

当社グループが組成しているファンドの中には、外貨建の銀行預金等が存在しているため、為替

レートの変動は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

　

（４）法的規制に係るリスク

当社グループが行う事業につきましては、金融商品取引法・貸金業法等による規制を受けており

ます。しかしながら、今後、これらの法令等の解釈の変更及び改正が行われた場合、また、当社グ

ループが行う事業を規制する法令等が新たに制定された場合には、事業内容の変更や新たなコスト

発生等により、当社グループの業績及び今後の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループが取得している以下の許認可（登録）及び金融商品取引業にかかる金融商品

取引業登録（第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業）、並びに貸金業法にかかる貸金業登

録につき、当連結会計年度末現在において、事業主として欠格事由及びこれらの許認可（登録）の

取消事由に該当する事実はないことを認識しておりますが、今後、欠格事由または取消事由に該当

する事実が発生し、許認可（登録）取消等の事態が発生した場合には、当社グループの事業に支障

をきたすと共に業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

EDINET提出書類

ＳＡＭＵＲＡＩ＆Ｊ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社(E05094)

有価証券報告書

12/90



 

（５）クラウドファンディング事業に係るリスク

クラウドファンディング事業については、新規事業のため、認知度を高めるべく広告宣伝及び

マーケティング活動を強化しておりますが、期待した効果が得られない、又は、効果があらわれる

までに時間を要する場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、同事業は金融商品取引法及び貸金業法の規制を受けており、当社は法令に則り顧客からの

預かり資産の分別管理等の必要な対応を実施しておりますが、今後現行法令の解釈の変更や改正並

びに新法令の制定等により、当該事業に新たな規制を受ける可能性があります。この場合、規制へ

の対応に際してサービス内容の変更に伴う管理コスト増加や、規制に対し適切な対応ができなかっ

た場合に当社のレピュテーションに悪影響を与える可能性があり、また、その他不測の事象が発生

した場合には、当該事業の運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
（６）重要な訴訟に係るリスク

当社グループの国内及び海外における事業活動等が、今後、重要な訴訟等の対象となった場合

は、当社グループの財政状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
（７）不動産賃貸に係るリスク

当社グループは、不動産賃貸の運用をしており、高稼働率の維持と毎期の安定利益の確保に努め

ておりますが、景気悪化等による賃料相場の低下、テナントの財政状態の悪化等による賃料引下げ

要求及び賃料延滞の発生等により、当初想定していたとおりの収益が確保できなかった場合、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
（８）貸倒に係るリスク

当社グループは、与信管理に留意しているものの、財務基盤が万全でない企業と取引を実施し不

測の事態で破綻等が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
２．事業体制及び業績に関するリスク

（９）システム開発に係るリスク

当社グループは、システム受託開発を行っておりますが、複雑化・短納期化するシステムの開発

においては、計画どおりの品質を確保できない場合や、開発期間内に完了しないことによるコスト

増大の可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
（10）情報セキュリティに係るリスク

当社グループは、事業を展開する上で、顧客及び取引先の機密情報や個人情報、また、当社グ

ループの機密情報や個人情報を有しております。コンピューターウイルス、不正アクセス、人為的

過失、あるいは顧客システムの運用障害等の理由により、これら機密情報の漏洩や改ざん等が発生

した場合、損害賠償請求や当社グループの信用失墜の事態を招き、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。
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（11）内部管理体制に係るリスク

当社グループは、小規模組織であり、内部管理体制も規模に応じたものになっております。当社

グループは、今後の事業拡大に対応すべく人員増強等により、更なる組織力の充実を図っていく所

存でありますが、人材の確保及び内部管理体制の充実が円滑に進まない場合、当社グループの事業

運営に影響を及ぼす可能性があります。

 
（12）人材の確保および育成に関するリスク

当社グループの営む事業は、金融およびITの分野において、高い専門性と豊富な経験を有する人

材により成り立っており、今後の事業展開において有能な人材の確保・育成が計画どおりに実現で

きなかった場合には、当社グループの業績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

また、人材の確保・育成が順調に行われた場合でも、採用・研修に係るコスト、人件費等の固定

費が増加することが想定され、当該コストに見合う収益の成長がない場合には、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。

 
（13）のれんの減損に係るリスク

当社グループの子会社において、事業環境の変化等により当初の想定を下回る業績となった場

合、のれんの減損処理等が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
（14）知的所有権に係るリスク

当社グループでは、独自に開発したソフトウェアについて特許および商標を保有しており、これ

らは、経営上多くのメリットがあり、重要な経営資源と考えております。しかし、他社が類似する

もの、もしくは当社グループより優れた技術を開発した場合や、他社との間で知的所有権に関する

紛争等が生じた場合には、当社グループの優位性がなくなり、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。

 
（15）ストック・オプション行使による株式価値の希薄化

当社では、取締役、監査役に対するインセンティブを目的としたストック・オプション制度を採

用しております。また、今後においてもストック・オプション制度を活用していくことを検討して

おり、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権について行使が行われた場

合には、既存株主が保有する株式の価値が希薄化する可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

 

（固定資産の譲渡）

当社は、平成29年５月30日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社ディーキューブが保有

する固定資産の譲渡（賃貸不動産の売却）を決議し、同日付にて土地付建物売買契約を締結いたしました。

（１）譲渡の理由

当社では、平成29年５月９日に当社連結子会社である株式会社ディーキューブの保有する不動産の効

率的運用と財務体質の改善を図るため、同社が保有する賃貸用不動産を売却する方針を決定しており、

当該賃貸用不動産について総合的に勘案の結果、以下のとおり譲渡いたしました。

（２）譲渡資産の内容

資産の内容 土地：121.45㎡および建物：489.19㎡

所在地 東京都千代田区神田司町二丁目９番８号

譲渡価額 265,892千円

帳簿価額 175,366千円
 

（３）譲渡先

翔和建物株式会社

（４）譲渡の日程

契約締結日 平成29年５月30日

引渡日 平成29年６月20日
 

 
（固定資産の取得）

当社は、平成29年６月13日開催の取締役会において、株式会社オリーブスパが保有する不動産を取得するこ

とを決議し、平成29年６月14日に不動産売買契約を締結いたしました。

（１）取得の理由

当社は、新たな収益不動産を取得することにより、収益体質の改善を図り、経営基盤をより一層強化

させていきたいと考え、大阪エリアに位置する下記の収益不動産を取得することといたしました。

（２）取得不動産の概要

所在地 大阪府大阪市中央区東心斎橋二丁目８番16号

土地面積 104.09㎡

建物延床面積 541.90㎡

建物及び付属
設備取得価格

157,317千円（税抜）

土地取得価格 442,682千円（税抜）
 

（３）相手先

株式会社オリーブスパ

（４）取得の日程

契約締結日 平成29年６月13日

引渡日 平成29年６月14日
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（多額な資金の借入）

当社は、平成29年７月11日開催の取締役会において、株式会社新銀行東京より資金の借り入れを行うことに

ついて決議し、平成29年７月14日に金銭消費貸借契約を締結いたしました。

（１）借入の理由

株式会社オリーブスパの保有する固定資産の取得代金の一部に充当するため、金融機関より資金の借

入を行いました。

（２） 借入の概要

借入先 株式会社新銀行東京

借入金額 260,000千円

利率 年2.025％

契約日 平成29年７月14日

借入日 平成29年７月14日

最終返済期日 平成39年７月14日

返済方法 平成29年８月14日を初回とする120回の元金均等返済

担保提供資産 土地建物
 

 
（株式の取得）

（１）AIP証券株式会社（現　SAMURAI証券株式会社）

当社は、平成29年10月16日開催の取締役会において、AIP証券株式会社（現 SAMURAI証券株式会社）

を取得することについて決議し、同日、当社を完全親会社、AIP証券株式会社（現 SAMURAI証券株式会

社）を完全子会社とする契約を締結いたしました。

① 子会社となった会社の概要

事業内容：投資銀行事業、クラウドファンディング事業

② 取得株式数

第１回譲渡日：1,688,177,668株（所有割合 78.22％）

第２回譲渡日： 470,004,900株（所有割合100.00％）

③ 異動年月日

第１回譲渡日：平成29年10月16日

第２回譲渡日：平成29年11月２日

（２）株式会社ヴィオ

当社は、平成30年１月16日開催の取締役会において、株式会社ヴィオを取得することについて決議

し、同日、株式会社ヴィオを完全子会社とする契約を締結いたしました。

①子会社となった会社の概要

事業内容：ITソリューション事業、システム受託開発

②取得株式数

207株（所有割合：100.00％）

③異動年月日

平成30年１月16日

 
６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。

なお、文中における将来に関する記載は、本書提出日において入手可能な情報に基づき、当社が判断したもので

あります。

 
(1) 重要な経営方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

作成しております。当社グループの経営陣は、連結財務諸表の作成に際して、決算日における資産・負債の

報告値及び報告期間における費用の報告値に影響を与える見積り及び仮定設定を行う必要があります。経営

陣は、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる様々な要因に基づき、見積り及び判断を行っておりま

すが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りとは異なる場合があります。

 

(2) 財政状態の分析

①　資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末における総資産は1,764,540千円（前連結会計年度末と比べ892,702千円増）となり

ました。

流動資産は711,722千円（前連結会計年度末と比べ67,254千円増）となりました。

これは主に現金及び預金が658,262千円（前連結会計年度末と比べ207,628千円増）となったこと、預

け金が零（前連結会計年度末と比べ119,847千円減）となったこと、売掛金が20,471千円（前連結会計年

度末と比べ20,859千円減）となったこと等によるものであります。

固定資産は1,052,818千円（前連結会計年度末と比べ825,447千円増）となりました。

これは主に有形固定資産における建物及び構築物(純額)が147,833千円（前連結会計年度末と比べ

127,635千円増）、土地が442,884千円（前連結会計年度末と比べ287,238千円増）、無形固定資産におけ

るのれんが403,922千円（前連結会計年度末と比べ403,922千円増）となったこと等によるものでありま

す。

 
流動負債は102,272千円（前連結会計年度末と比べ71,513千円増）となりました。

これは主に未払金が13,154千円（前連結会計年度末と比べ4,647千円増）となったこと、未払法人税等

が20,828千円（前連結会計年度末と比べ16,801千円増）になったこと、１年内返済予定の長期借入金が

26,040千円（前連結会計年度末と比べ26,040千円増）になったこと等によるものであります。

　

固定負債は251,057千円（前連結会計年度末と比べ243,979千円増）となりました。

　これは主に長期借入金が220,940千円（前連結会計年度末に比べ220,940千円増）になったこと等によ

るものであります。

 

純資産は1,411,211千円（前連結会計年度末と比べ577,209千円増）となりました。

 
(3) 経営成績の分析

①　売上高

当連結会計年度における売上高は382,703千円（前連結会計年度比158.4％増）となりました。

　

②　売上原価、販売費及び一般管理費

当連結会計年度における売上原価は245,384千円（前連結会計年度比221.3％増）となりました。

また、販売費及び一般管理費は320,210千円（前連結会計年度比102.3％増）となり、売上高に対する

割合は83.7％であります。主な内訳は給料手当58,940千円、役員報酬49,000千円であります。
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③　営業利益

当連結会計年度における営業損失は△182,891千円（前連結会計年度比111.4％減）となり、売上高に対

する割合は△47.8％であります。

　

④　営業外収益

当連結会計年度における営業外収益は2,716千円（前連結会計年度比58.8％減）となり、売上高に対す

る割合は0.7％であります。

　

⑤　営業外費用

当連結会計年度における営業外費用は15,781千円（前連結会計年度比302.5％増）となり、売上高に対

する割合は4.1％であります。

内訳は、主に支払利息2,900千円、株式交付費8,791千円であります。

　

⑥　特別利益

当連結会計年度における特別利益は103,204千円（前連結会計年度比691.1％増）となりました。売上

高に対する割合は27.0％であります。

内訳は、全額、固定資産売却益であります。　

　

⑦　特別損失

当連結会計年度における特別損失は18,895千円（前連結会計年度比73.1％減）となりました。売上高

に対する割合は4.9％であります。

内訳は、減損損失7,124千円、訴訟関連費用11,771千円であります。

　

(4) キャッシュ・フローの状況の分析

「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(2) キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

　

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(2) キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における主な設備投資は、新たな収益不動産の購入等により総額601,799千円の投資を実施いたし

ました。

また、保有する不動産の効率的運用と財務体質の改善を図るため、次の主要な設備を売却しております。

会社名
事業所名

所在地 設備の内容 売却時期
前期末帳簿価額

(千円)
株式会社

ディーキューブ
東京都千代田区 賃貸設備等 平成29年６月20日 175,844

 

 
 
２ 【主要な設備の状況】

提出会社

      平成30年１月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物及び

構築物
土地

(面積(㎡))
器具備品 合計

東京オフィス
(東京都港区)

自社ビル
賃貸事業

賃貸設備等 147,501
442,884
(104.09)

3,918 594,305 14
 

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

当連結会計年度において、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 10,764,000

計 10,764,000
 

（注） 平成29年12月14日開催の取締役会決議により、平成30年２月１日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、

発行可能株式総数は96,876,000株増加し、107,640,000株となっております。

 
② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末

現在発行数(株)
(平成30年１月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年４月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,985,000 29,850,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(グロース)

単元株式数
100株

計 2,985,000 29,850,000 ― ―
 

（注）１．平成29年12月14日開催の取締役会決議により、平成30年２月１日付で１株を10株に株式分割しておりま

す。これにより株式数は26,865,000株増加し、発行済株式総数は29,850,000株となっております。

２．「提出日現在発行数」欄には、平成30年１月31日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行

使により発行された株式数は含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

①　新株予約権

平成29年６月13日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりで

あります。

 
事業年度末現在

(平成30年１月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年３月31日)

新株予約権の数（個） 　3,982(注)１ 　3,982(注)１

新株予約権のうち自己新
株予約権の数

－ －

新株予約権の目的となる
株式の種類

普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる
株式の数（株）

398,200(注)１ 3,982,000(注)５

新株予約権の行使時の払
込金額（円）

1,272(注)２ 128(注)２

新株予約権の行使期間
平成31年５月１日～
平成34年６月27日

平成31年５月１日～
平成34年６月27日

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組
入額（円）

発行価格　　1,272
資本組入額　　636(注)３

発行価格　　128
資本組入額 　64(注)３
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新株予約権の行使の条件

①　割当日から本新株予約権の行使期間の
末日に至るまでの間に金融商品取引所に
おける当社普通株式の普通取引終値が一
度でも行使価額（ただし、後の（注）
２．に準じて取締役会により適切に調整
されるものとする。）に30％を乗じた価
格を下回った場合には、本新株予約権の
割当てを受けた者（以下、「新株予約権
者」といいます。）は、下記の②の定め
に関わらず、残存するすべての本新株予
約権を行使期間の末日までに行使しなけ
ればならないものとする。ただし、次に
掲げる場合に該当するときはこの限りで
はない。

 

ア）当社の開示情報に重大な虚偽が含
まれることが判明した場合

イ）当社が法令や金融商品取引所の規
則に従って開示すべき重要な事実
を適正に開示していなかったこと
が判明した場合

ウ）当社が上場廃止となったり、倒産
したり、その他本新株予約権発行
日において前提とされていた事情
に大きな変更が生じた場合

エ）その他、当社が新株予約権者の信
頼を著しく害すると客観的に認め
られる行為をなした場合

 

②　新株予約権者は、平成31年１月期の監
査済みの当社連結損益計算書（連結財務
諸表を作成していない場合は損益計算
書）の経常損益が零円を上回った場合に
限り、本新株予約権の権利行使ができる
ものとする。なお、会計基準の変更等に
より参照すべき経常損益の概念等に重要
な変更があった場合には、別途参照すべ
き同等の指標を取締役会にて定めるもの
とする。

③　新株予約権者は、新株予約権の権利行
使時においても、当社または当社関係会
社の取締役、監査役または従業員である
ことを要する。ただし、任期満了による
退任、定年退職、その他正当な理由があ
ると取締役会が認めた場合は、この限り
ではない。

④　新株予約権者の相続人による本新株予
約権の行使は認めない。

⑤　本新株予約権の行使によって、当社の
発行済株式総数が当該時点における発行
可能株式総数を超過することとなるとき
は、当該本新株予約権の行使を行うこと
はできない。

⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行う
ことはできない。

①　割当日から本新株予約権の行使期間の
末日に至るまでの間に金融商品取引所に
おける当社普通株式の普通取引終値が一
度でも行使価額（ただし、後の（注）
２．に準じて取締役会により適切に調整
されるものとする。）に30％を乗じた価
格を下回った場合には、本新株予約権の
割当てを受けた者（以下、「新株予約権
者」といいます。）は、下記の②の定め
に関わらず、残存するすべての本新株予
約権を行使期間の末日までに行使しなけ
ればならないものとする。ただし、次に
掲げる場合に該当するときはこの限りで
はない。

 

ア）当社の開示情報に重大な虚偽が含
まれることが判明した場合

イ）当社が法令や金融商品取引所の規
則に従って開示すべき重要な事実
を適正に開示していなかったこと
が判明した場合

ウ）当社が上場廃止となったり、倒産
したり、その他本新株予約権発行
日において前提とされていた事情
に大きな変更が生じた場合

エ）その他、当社が新株予約権者の信
頼を著しく害すると客観的に認め
られる行為をなした場合

 

②　新株予約権者は、平成31年１月期の監
査済みの当社連結損益計算書（連結財務
諸表を作成していない場合は損益計算
書）の経常損益が零円を上回った場合に
限り、本新株予約権の権利行使ができる
ものとする。なお、会計基準の変更等に
より参照すべき経常損益の概念等に重要
な変更があった場合には、別途参照すべ
き同等の指標を取締役会にて定めるもの
とする。

③　新株予約権者は、新株予約権の権利行
使時においても、当社または当社関係会
社の取締役、監査役または従業員である
ことを要する。ただし、任期満了による
退任、定年退職、その他正当な理由があ
ると取締役会が認めた場合は、この限り
ではない。

④　新株予約権者の相続人による本新株予
約権の行使は認めない。

⑤　本新株予約権の行使によって、当社の
発行済株式総数が当該時点における発行
可能株式総数を超過することとなるとき
は、当該本新株予約権の行使を行うこと
はできない。

⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行う
ことはできない。

新株予約権の譲渡に関す
る事項

譲渡による本新株予約権の取得について
は、当社取締役会の決議による承認を要す
るものとする。

譲渡による本新株予約権の取得について
は、当社取締役会の決議による承認を要す
るものとする。

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新
株予約権の交付に関する
事項

(注)４ (注)４

 

EDINET提出書類

ＳＡＭＵＲＡＩ＆Ｊ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社(E05094)

有価証券報告書

21/90



 

 (注)１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

　　ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数

を調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
 

調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　分割・併合の比率
 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。　
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
 

　　
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、

次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×

既発行
株式数

＋

新株発行
（処分）
株式数

×
１株当たり
払込金額

１株当たり時価

既発行株式数 ＋
新株発行

（処分）株式数
 

 

３．会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果

１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式

移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発

生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げ

る株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する

こととする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に

限るものとする。　
 

　　　（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

　　　（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

　　　（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記の（注）１．に準じて決定する。

　　　（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を

勘案のうえ、上記の（注）２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額

に、上記の（注）１．に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式

の数を乗じた額とする。

　　　（５）新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、

本新株予約権の行使期間の末日までとする。

　　　（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す

る事項

上記の（注）３．に準じて決定する。
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　　　（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。

　　　（８）その他新株予約権の行使の条件

「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

　　　（９）新株予約権の取得事由及び条件

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしく

は分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株

主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合、当社

は、当社取締役が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得すること

ができる。

また、新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定によ

り本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することが

できる。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
 

５．平成30年２月１日を効力発生日として、普通株式１株につき10株の割合で株式分割を実施いたしました。

これにより、新株予約権の目的となる株式数は3,982,000株、新株予約権１個につき目的となる株式

数は1,000株、新株予約権の行使により株式数を発行する場合の株式の発行価格は128円、資本組入額

は64円にそれぞれ変更されています。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

平成27年６月１日
(注)１

― 2,691,000 △132,179 987,425 △1,348,605 ―

平成29年11月１日
(注)２

294,000 2,985,000 349,860 1,337,285 349,860 349,860
 

(注)１．平成27年４月22日開催の定時株主総会決議に基づく、欠損填補のための資本金及び資本準備金の額の減少

であります。

２．平成29年10月16日開催の取締役会決議に基づく、有償第三者割当増資による資本金及び資本準備金の増加

であります。

発行価格 2,380円

資本組入額 1,190円

主な割当先 藤澤信義・田口茂樹
 

　　３．平成30年２月１日をもって１株を10株に株式分割し、発行済株式総数が26,865,000株増加しております。
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(6) 【所有者別状況】

 平成30年１月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他
の法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) ― 1 16 18 16 3 1,582 1,636 ―

所有株式数
(単元)

― 3,376 3,145 501 3,140 102 19,575 29,839 1,100

所有株式数
の割合(％)

― 11.31 10.54 1.68 10.52 0.34 65.61 100.00 ―
 

(注)　上記「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が５単元含まれております。

 

(7) 【大株主の状況】

平成30年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

藤澤　信義
（常任代理人　UBS証券株式会社）

SINGAPORE
（東京都千代田区大手町１丁目５番１号）

680,000 22.78

寺井　和彦 兵庫県宝塚市 406,300 13.61

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 337,600 11.30

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地 219,900 7.36

STATE STREET CLIENT OMNIBUS
ACCOUNT OD11
（常任代理人　香港上海銀行東京
支店）

338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000
AUSTRALIA
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

210,000 7.03

村山　俊彦 東京都港区 100,000 3.35

CREDIT SUISSE AG SINGAPORE
TRUST A/C CLIENTS FOR TAGUCHI
SHIGEKI
（常任代理人　株式会社三菱東京
UFJ銀行）(注)３

SINGAPORE
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号）

62,500 2.09

株式会社SBI証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 47,100 1.57

植村　篤 沖縄県国頭郡恩納村 40,000 1.34

岡田　直規 千葉県千葉市花見川区 40,000 1.34

計 ― 2,143,400 71.77
 

(注) １．前事業年度末現在において、主要株主であった松田元氏は、当事業年度末において主要株主ではなく

なり、藤澤信義氏が新たに主要株主となりました。なお、同氏は当社の筆頭株主であります。

２．藤澤信義氏から、平成30年２月８日付にて大量保有報告書の変更報告書が関東財務局長に下記のとお

り提出されておりますが、当社としては当事業年度末現在における実質保有株式数の確認ができてい

ないため、上記「大株主の状況」は当事業年度末現在の株主名簿に基づき記載しております。

　　なお、大量保有報告書の変更報告書による記載内容は下記のとおりです。
 

氏名 住所 保有株券等の数(株) 株券等の保有割合(％)

藤澤　信義 Singapore 926,200 30.66
 

上記の「保有株券等の数」には、新株予約権証券の保有に伴う保有株券等の数が、36,200株

含まれており、「住所」の表記及び「株券等の保有割合」についても、変更報告書にある内容

と合わせて、平成29年12月15日現在での内容を記載しております。
　
３．株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日より株式会社三菱UFJ銀行へ商号変更しております。
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成30年１月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

2,983,900
29,839 ―

単元未満株式
普通株式

1,100
― ―

発行済株式総数 2,985,000 ― ―

総株主の議決権 ― 29,839 ―
 

(注)　上記「完全議決権株式(その他)」の欄には株式会社証券保管振替機構名義の株式が500株含まれております。

また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個が含まれております。

 

② 【自己株式等】

    平成30年１月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

当該制度は、会社法に基づき、平成29年６月13日開催の取締役会において決議されたものであります。

当該制度の内容は次のとおりであります。

決議年月日 平成29年６月13日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役８名
当社監査役３名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況　①新株予約権」に記載しております。

株式の数 「(2)新株予約権等の状況　①新株予約権」に記載しております。

新株予約権の行使時の払込金額 「(2)新株予約権等の状況　①新株予約権」に記載しております。

新株予約権の行使期間 「(2)新株予約権等の状況　①新株予約権」に記載しております。

新株予約権の行使の条件 「(2)新株予約権等の状況　①新株予約権」に記載しております。

新株予約権の譲渡に関する事項 「(2)新株予約権等の状況　①新株予約権」に記載しております。

代用払込みに関する事項 「(2)新株予約権等の状況　①新株予約権」に記載しております。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況　①新株予約権」に記載しております。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】  
 

　　　該当事項はありません。

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 

３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置づけており、将来における企業

成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な利益還元を継続的に行うこと

を基本方針としております。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、毎年７月31日を中

間配当の基準日とする旨を定款に定めております。また、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事

項については、法令に特段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらずに取締役会の決議によって定め

る旨を定款に定めております。

なお、当期の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせて頂きます。

 
４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 平成26年１月 平成27年１月 平成28年１月 平成29年１月 平成30年１月

最高(円)
47,100
□768

2,595 1,984 1,749
5,200
■400

最低(円)
24,390
□281

316 777 700
1,024
■340

 

(注)１．最高・最低株価は、平成25年７月16日より東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(グロース)におけるものであり、

それ以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(グロース)におけるものであります。

２．□印は、株式分割(平成25年８月１日、１株→100株)による権利落ち後の最高・最低株価を示しております。

３．■印は、株式分割(平成30年２月１日、１株→10株)による権利落ち後の最高・最低株価を示しております。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別 平成29年８月 ９月 10月 11月 12月 平成30年１月

最高(円) 1,355 1,304 4,150 5,200 5,010
4,315
□400

最低(円) 1,107 1,058 1,189 3,735 3,085
3,205
□340

 

(注)１．最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(グロース)におけるものであります。

　　 ２．□印は、株式分割(平成30年２月１日、１株→10株)による権利落ち後の最高・最低株価を示しております。
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５ 【役員の状況】

男性　９名　女性　０名　(役員のうち女性の比率０％)

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

（代表取締役）
CEO 安藤　潔 昭和59年５月８日生

平成19年４月 株式会社三井住友銀行　入行

(注)５ ―

平成22年４月 同行　ストラクチャードファイナンス

営業部

平成29年３月 当社　代表取締役CEO（現任）

 株式会社ディーキューブ　代表取締役

（現任）

平成29年４月 株式会社UML教育研究所　代表取締役

（現任）

取締役

CFO

戦略

本部長

山口　慶一 昭和62年３月20日生

平成20年11月 公認会計士試験合格

(注)５ ―

平成21年４月 有限責任監査法人トーマツ　入社

平成23年９月 きずな綜合会計事務所　パートナー

（現任）

平成29年４月 当社　取締役CFO（現任）

平成29年11月 SAMURAI証券株式会社　取締役（現任)

平成29年12月 当社　戦略本部長（現任)

取締役

CAO

管理

本部長

塩澤　卓也 昭和55年９月23日生

平成17年３月 株式会社エーエーディ　入社

(注)５ ―

平成24年５月 株式会社バニラ　監査役（現任）

平成27年８月 株式会社OLIVE SPA Holdings　取締役

平成28年４月 株式会社オリーブスパ　取締役

平成29年３月 当社　取締役CAO（現任）

平成29年５月 DDインベストメント株式会社　代表

取締役（現任）

平成29年11月 SAMURAI証券株式会社　取締役（現任)

平成29年12月 当社　管理本部長（現任）

平成30年１月 株式会社ヴィオ　取締役（現任）

取締役

COO

営業

本部長

増田　誠治 昭和60年３月19日生

平成19年４月 株式会社三井住友銀行　入行

(注)５ ―

平成28年４月 同行　本店営業第九部

平成29年４月 当社　取締役COO（現任）

平成29年11月 SAMURAI証券株式会社　取締役（現任)

平成29年12月 当社　営業本部長（現任）

平成30年１月 株式会社ヴィオ　代表取締役（現任）

取締役 ― 浦井　大一 昭和57年９月17日生

平成17年４月 株式会社三井住友銀行　入行

(注)５ ―

平成22年５月 株式会社インタースパ(現　株式会社

オリーブスパ)　CFO

平成25年11月 OLIVE SPA INTERNATIONAL, Limited　

取締役（現任）

平成28年４月 株式会社オリーブスパ　代表取締役

（現任）

平成29年４月 当社　取締役（現任）

平成29年10月 OLIVE SPA PTE.LTD.　取締役（現任）

取締役 ― 遠藤　周作 昭和60年３月21日生

平成20年11月 公認会計士試験合格

(注)５ ―

平成20年12月 PwCあらた有限責任監査法人　入社

平成27年５月 ボストン大学MBA修了

平成27年７月 メリルリンチ日本証券株式会社　入社

同社　投資銀行部門

平成30年３月 株式会社Trusted Advisors　代表

取締役COO（現任）

平成30年４月 遠藤公認会計士事務所　パートナー

（現任）

 当社　取締役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

(株)

監査役

（常勤）
― 三上　嗣夫 昭和25年８月10日生

昭和49年４月 株式会社電通　入社

(注)６ ―

平成9年４月 同社　経営企画室　管理部長

平成11年４月 同社　株式上場推進室　次長

平成13年４月 同社　経理局　次長

平成14年４月 同社　財務局　次長

平成20年４月 株式会社電通国際情報サービス

　執行役員管理本部長

平成29年４月 当社　監査役（現任)

平成29年11月 SAMURAI証券株式会社　監査役（現任)

平成30年１月 株式会社ヴィオ　監査役（現任）

監査役 ― 泉　信彦 昭和41年３月11日生

平成２年４月 株式会社愛媛銀行　入行

(注)６ 1,000

平成９年９月 株式会社ロプロ（現　株式会社

日本保証）　入社

平成19年６月 同社　取締役

平成20年６月 同社　常務取締役

平成21年６月 同社　常務執行役員

平成23年５月 レクセム株式会社　代表取締役会長

平成23年12月 同社　顧問（現任）

平成26年11月 株式会社SmartEbook.com（現　株式

会社フォーサイド）　取締役（現任)

平成27年６月 アドアーズ株式会社（現　株式会社

KeyHolder）　取締役

平成28年１月 株式会社横浜フリエスポーツクラブ　

取締役

平成29年２月 同社　取締役副会長

平成29年４月 当社　監査役（現任）

監査役 ― 大出　悠史 昭和57年４月19日生

平成17年４月 株式会社三井住友銀行　入行

(注)６ ―

平成20年１月 同行　法人企業統括部

平成28年９月 株式会社オリーブスパ　CFO

平成29年１月 アドアーズ株式会社（現　株式会社

KeyHolder）　経営企画部　部長

平成29年４月 当社　監査役（現任）

平成29年６月 アドアーズ株式会社（現　株式会社

KeyHolder）　取締役　経営企画部

担当（現任）

計 1,000
 　　

(注)１．平成29年４月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、監査等委員会設

置会社から監査役会設置会社に移行しております。

２．平成29年４月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、取締役の員数を

７名から10名以内に増員しております。

３．取締役である浦井大一氏及び遠藤周作氏は、社外取締役であります。

４．監査役である三上嗣夫氏、泉信彦氏及び大出悠史氏は、社外監査役であります。

５．取締役の任期は、平成30年４月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主

総会終結の時までであります。

６．監査役の任期は、平成29年４月26日開催の定時株主総会終結の時から平成33年１月期に係る定時株主

総会終結の時までであります。

７．平成30年２月１日付にて、普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、

株式分割による調整後の株式数を記載しております。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値向上のため、また、ステークホルダーに対する経営の透明性を高めるため、コーポレー

ト・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけており、社会的責任を果たすことが長期的な業績向上や持続

的成長といった目的に整合すると考えております。

そして、コーポレート・ガバナンスを適切に機能させ、公正性と透明性の高い事業活動を行うことで、こ

の社会的責任を果たすことができるものと考えております。

当社では、事業活動の適法性、適切性を確保するための経営の監督・監視機能の必要性を十分に認識して

おり、取締役会の経営監視機能の活性化、社外監査役のモニタリングの強化、コンプライアンス体制の強化

及び情報開示の徹底に取組み、取締役・監査役を中心とした経営統治機構の整備・運用を進めることで有効

なコーポレート・ガバナンスを機能させるよう努めております。

　

①　企業統治の体制

当社は、平成29年４月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより監査役会

設置会社に移行しております。

本書提出時における当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであ

ります。

なお、当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。

 
 

イ．取締役会

当社では、経営の執行に関し、迅速な経営判断を行うため取締役６名で構成しており、定時取締

役会を原則、月１回開催し、必要に応じて臨時で取締役会を開催しております。

　取締役会では、法令及び定款に定められた事項のほか、重要な経営方針、重要な業務執行に関す

る事項を決議しております。
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ロ．監査役・監査役会

当社では、経営に対する監査の強化を図るため、会社の機関として監査役３名で構成された監査

役会を設置しております。監査役会は、原則、３ヶ月に１回開催し、監査役による監査の向上を

図っております。また、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、常勤監

査役は社内の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べております。

監査役会は、監査機能の維持強化を図るとともに、会計監査人及び内部監査室と積極的に情報交

換を行い、緊密な連携をとっております。

 
ハ．経営会議

当社では、業務執行に関する重要事項を審議・決議し、併せて重要な日常業務の報告を行うため

の経営会議を設け、原則、３ヶ月に１回以上開催しております。

経営会議は、常勤取締役及び経営会議で選定された部室長で構成されております。

 
ニ．内部監査

内部監査については、独立した組織として内部監査室を設置し、専任の内部監査担当者２名が内

部監査年度計画に沿って、当社グループ全体を範囲とした監査を実施しております。内部監査結果

は、経営会議及び対象部署関係者に対して報告され、改善の必要性がある項目については、改善指

示を行っております。

最終的に取り纏められた内部監査報告は、取締役会及び監査役会に報告され、適宜、会計監査人

と打合せを行っており、監査効率の向上を図っております。

 
ホ． 投融資委員会

投融資委員会は、当社の投資判断・運用業務について、投資方針、投資対象選定基準、資産の運

用及び管理等に関する重要な事項等の適切性を審議・決議し、当該審議の内容及び結果を取締役会

もしくは経営会議に報告しております。投融資委員会は、当社の役員、部室長の中から適任者を選

定して構成しております。

 
ヘ． リスク管理委員会

リスク管理委員会は、会社全体に係るリスク管理について検討及び審議を行ない、当該審議の内

容及び結果を取締役会もしくは経営会議に報告しております。リスク管理委員会は、経営会議構成

メンバーと同一となっております。

 
ト．内部統制システムの整備及びリスク管理体制の状況

当社は、会社法の規定に従い、取締役会等により職務の執行が効率的に行われ、法令・定款に適

合することを確保するための体制の整備及び運用の徹底に努めております。監査役、コンプライア

ンス部及び内部監査室担当者が、法令・社内規程等の遵守状況を確認するとともに、内部監査室担

当者が内部監査を実施しております。

また、「コンプライアンス規程」や「リスク管理規程」を制定し、当社グループのコンプライア

ンス及びリスク管理については、企業の社会的責任を自覚し、社会の利益及び法令を遵守しなが

ら、収益性をもって事業活動を行っております。

 
チ． 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は、子会社の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」を制定し、職務執行に係る

重要な事項の報告を義務付ける等、指導、監督を行っております。

また、当社監査役及び内部監査室は、子会社の重要な業務運営について、法令及び定款に適合し

ているか等の監査を実施し、その結果を当社取締役会に報告しています。
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②　内部監査及び監査役監査

「①　企業統治の体制」の「ロ．監査役・監査役会」及び「ニ．内部監査」に記載のとおり監査を実

施しております。

なお、監査役による監視・検証機能を重視し、常勤監査役には、上場会社において長年の財務業務経

験による財務・会計に関する知見と、企業経営の幅広い見識を有している三上嗣夫氏を選任しておりま

す。

 
③　社外取締役及び社外監査役

本書提出日時において、当社は、当社と異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見から

公平な助言、監督及び監査いただき、当社の企業価値向上に貢献いただくために、社外取締役２名及び

社外監査役３名を選任しております。

社外取締役の浦井大一氏は、株式会社オリーブスパの代表取締役を兼務し、当社から営業用不動産の

賃貸を受けておりますが、コーポレート・ガバナンス、経済、経営における高い知見を有していること

から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られると判断したため招

聘しております。

社外取締役の遠藤周作氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は、会計及び経営にお

ける高い知見を有していることから、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提

言を得られると判断したため招聘しております。

社外監査役の泉信彦氏及び大出悠史氏は、役付取締役経験を有していることから、経営を独立的な立

場で監査することができると判断したため選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する株式数は「５［役員の状況］」に記載のとおり

であります。

　　

④　役員報酬等

イ．役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

　

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック
オプション

賞与
退職
慰労金

取締役
(社外取締役を除く)

32,550 32,550 ― ― ― ６

監査役
(社外監査役を除く)

― ― ― ― ― ―

社外役員 14,800 14,800 ― ― ― 10
 

(注) １．取締役の報酬限度額は、平成29年４月26日開催の定時株主総会において年額200百万円以内（ただし、使

用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、平成29年４月26日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただ

いております。

　

ロ．連結報酬等の総額が１億円以上である者の連結報酬等の総額等

該当事項はありません。

　

ハ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

　

ニ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針

当社の役員の報酬に関しては、株主総会決議による報酬限度額の範囲内において、経営状態等を

勘案して決定しており、役員報酬等の具体的な決定方針は代表取締役に一任する旨を定めておりま

す。
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⑤　株式の保有状況

イ．保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

銘　　　柄　　　数　　　： １銘柄

貸借対照表計上額の合計額： 427千円
 

　

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

特定投資株式
　

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(千円)
保有目的

株式会社光通信 27 278 営業取引関係の発展を目的
 

 

当事業年度

特定投資株式
　

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(千円)
保有目的

株式会社光通信 27 427 営業取引関係の発展を目的
 

 

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。
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⑥　会計監査の状況

当社は、RSM清和監査法人と監査契約し、公正な立場からの厳格な監査を受けております。会計監査の

一環として、当社の内部統制の整備、運用状況についての検証を受け、内部統制の状況に関する報告を

受けております。業務を遂行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、監査業務に係る補助者の構

成は以下のとおりです。

なお、継続監査年数については７年以内であるため、記載を省略しております。

　

・業務を遂行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

坂井　浩史 RSM清和監査法人

髙橋　潔弘 RSM清和監査法人
 

　

・監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 ２名

そ　の　他 ４名
 

　　

⑦　取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。

 
⑧　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は、累積投票によらない

ものとする旨、定款に定めております。

 

⑨　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会を円滑に運営する

ため、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権

の３分の２以上をもって行う旨、定款に定めております。

 

⑩　中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議

によって毎年７月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。

 

⑪　責任限定契約

当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第１

項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨、定款に定めております。責任の

限度額は法令に規定する額としております。

 

⑫　取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関

する取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限

度において免除することができる旨、定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行

するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たすため、環境を整備することを目的と

するものであります。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度(注) 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 16 ３ 14 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 16 ３ 14 ―
 

(注）監査証明業務に基づく報酬には過年度決算訂正関連費用２百万円が含まれております。なお、前任監査人で

あるひびき監査法人に対して過年度決算訂正関連費用として29百万円を支払っております。

 
② 【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度に資本政策の検討にかかる費用として３百万円を支払っております。なお前任監査人

であるひびき監査法人に資本政策の検討にかかる費用として３百万円を支払っております。

当連結会計年度に該当事項はありません。

 
④ 【監査報酬の決定方針】

当社の規模や監査日数等を勘案した上で決定しております。
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第５ 【経理の状況】

 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成して

おります。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年２月１日から平成30年

１月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年２月１日から平成30年１月31日まで)の財務諸表につい

て、RSM清和監査法人により監査を受けております。なお、平成29年７月１日付をもって清和監査法人は名称を

RSM清和監査法人に変更しております。 

　

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準

等の内容や変更等を適切に把握し対応するために、監査法人との綿密な連携並びに情報の共有化を図り、必要

な対応を行っております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年１月31日)
当連結会計年度

(平成30年１月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 450,633 658,262

  受取手形及び売掛金 41,330 20,471

  仕掛品 ― 631

  原材料及び貯蔵品 182 146

  預け金 119,847 ―

  繰延税金資産 ― 2,500

  その他 33,106 32,124

  貸倒引当金 △634 △2,415

  流動資産合計 644,467 711,722

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 26,326 ※１  150,947

    減価償却累計額 △6,128 △3,114

    建物及び構築物（純額） 20,198 147,833

   工具、器具及び備品 12,370 13,207

    減価償却累計額 △3,529 △5,977

    工具、器具及び備品（純額） 8,840 7,229

   土地 155,646 ※１  442,884

   有形固定資産合計 184,685 597,948

  無形固定資産   

   ソフトウエア 5,499 11,748

   のれん ― 403,922

   その他 317 240

   無形固定資産合計 5,817 415,911

  投資その他の資産   

   投資有価証券 20,278 19,762

   差入保証金 12,480 14,576

   長期前払費用 886 1,821

   長期貸付金 3,250 ―

   破産更生債権等 162,332 162,332

   繰延税金資産 ― 400

   その他 ― 2,549

   貸倒引当金 △162,359 △162,482

   投資その他の資産合計 36,868 38,959

  固定資産合計 227,371 1,052,818

 資産合計 871,838 1,764,540
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年１月31日)
当連結会計年度

(平成30年１月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 113 66

  1年内返済予定の長期借入金 ― ※１  26,040

  未払金 8,506 13,154

  未払法人税等 4,026 20,828

  前受金 14,916 18,202

  賞与引当金 ― 280

  その他 3,195 23,700

  流動負債合計 30,758 102,272

 固定負債   

  長期借入金 ― ※１  220,940

  長期預り保証金 7,007 30,000

  繰延税金負債 70 117

  固定負債合計 7,078 251,057

 負債合計 37,836 353,329

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 987,425 1,337,285

  資本剰余金 ― 349,860

  利益剰余金 △153,589 △277,742

  株主資本合計 833,836 1,409,403

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 164 266

  その他の包括利益累計額合計 164 266

 新株予約権 ― 1,541

 純資産合計 834,001 1,411,211

負債純資産合計 871,838 1,764,540
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 平成28年２月１日
　至 平成29年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年２月１日
　至 平成30年１月31日)

売上高 148,133 382,703

売上原価 76,370 245,384

売上総利益 71,763 137,319

販売費及び一般管理費 ※１  158,297 ※１  320,210

営業損失（△） △86,534 △182,891

営業外収益   

 受取利息 869 83

 投資有価証券売却益 4,475 ―

 受取返戻金 ― 1,623

 補助金収入 708 ―

 その他 545 1,010

 営業外収益合計 6,597 2,716

営業外費用   

 支払利息 3 2,900

 貸倒引当金繰入額 ― 2,216

 デリバティブ債権売却損 1,589 ―

 投資有価証券売却損 2,325 ―

 株式交付費 ― 8,791

 その他 3 1,873

 営業外費用合計 3,920 15,781

経常損失（△） △83,856 △195,956

特別利益   

 固定資産売却益 ― ※２  103,204

 投資有価証券売却益 13,045 ―

 特別利益合計 13,045 103,204

特別損失   

 投資有価証券評価損 4,499 ―

 減損損失 ※３  18,575 ※３  7,124

 保険解約損 3,380 ―

 過年度決算訂正関連費用 43,900 ―

 訴訟関連費用 ― 11,771

 特別損失合計 70,356 18,895

税金等調整前当期純損失（△） △141,167 △111,647

法人税、住民税及び事業税 2,237 12,505

法人税等合計 2,237 12,505

当期純損失（△） △143,404 △124,153

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △143,404 △124,153
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【連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 平成28年２月１日
　至 平成29年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年２月１日
　至 平成30年１月31日)

当期純損失（△） △143,404 △124,153

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △1,179 101

 その他の包括利益合計 ※１  △1,179 ※１  101

包括利益 △144,584 △124,051

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △144,584 △124,051

 非支配株主に係る包括利益 ― ―
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日）

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 987,425 ― △10,184 977,241

当期変動額     

新株の発行     

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
  △143,404 △143,404

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
    

当期変動額合計 ― ― △143,404 △143,404

当期末残高 987,425 ― △153,589 833,836
 

 

 
その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1,344 1,344 ― 978,586

当期変動額     

新株の発行    ―

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
   △143,404

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△1,179 △1,179  △1,179

当期変動額合計 △1,179 △1,179 ― △144,584

当期末残高 164 164 ― 834,001
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当連結会計年度（自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日）

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 987,425 ― △153,589 833,836

当期変動額     

新株の発行 349,860 349,860  699,720

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
  △124,153 △124,153

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
    

当期変動額合計 349,860 349,860 △124,153 575,566

当期末残高 1,337,285 349,860 △277,742 1,409,403
 

 

 
その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 164 164 ― 834,001

当期変動額     

新株の発行    699,720

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
   △124,153

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
101 101 1,541 1,642

当期変動額合計 101 101 1,541 577,209

当期末残高 266 266 1,541 1,411,211
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 平成28年２月１日
　至 平成29年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年２月１日
　至 平成30年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純損失（△） △141,167 △111,647

 減価償却費 7,346 9,600

 のれん償却額 ― 15,779

 株式交付費 ― 8,791

 保険解約損 3,380 ―

 投資有価証券売却損益（△は益） △15,195 ―

 投資有価証券評価損 4,499 ―

 固定資産売却損益（△は益） ― △103,204

 デリバティブ債権売却損 1,589 ―

 減損損失 18,575 7,124

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 199 1,638

 受取利息及び受取配当金 △874 △83

 支払利息 3 2,900

 過年度決算訂正関連費用 43,900 ―

 訴訟関連費用 ― 11,771

 売上債権の増減額（△は増加） △16,630 37,397

 仕入債務の増減額（△は減少） △733 △54

 たな卸資産の増減額（△は増加） 10,507 △339

 未収入金の増減額（△は増加） ― 26,901

 預け金の増減額（△は増加） △116,998 119,847

 その他 △27,018 59,841

 小計 △228,616 86,265

 利息及び配当金の受取額 925 83

 利息の支払額 △3 △3,092

 法人税等の支払額 △717 △4,026

 過年度決算訂正関連費用の支払額 △43,900 ―

 訴訟関連費用の支払額 ― △11,292

 営業活動によるキャッシュ・フロー △272,310 67,936

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 ― △30,000

 有形固定資産の取得による支出 △22,775 △600,780

 有形固定資産の売却による収入 ― 281,905

 無形固定資産の取得による支出 △303 △455

 投資有価証券の取得による支出 △59,840 ―

 投資有価証券の売却による収入 126,345 ―

 デリバティブ債権の売却による収入 50,391 ―

 保険の解約による収入 92,334 ―

 短期貸付けによる支出 △203 ―

 短期貸付金の回収による収入 13,431 ―

 差入保証金の支払による支出 △10,000 △10,749

 差入保証金の回収による収入 ― 11,143

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

― ※２，※３  △486,377

 その他 △9,627 24,573

 投資活動によるキャッシュ・フロー 179,753 △810,739
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           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 平成28年２月１日
　至 平成29年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年２月１日
　至 平成30年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） ― △18,500

 長期借入れによる収入 ― 260,000

 長期借入金の返済による支出 ― △13,020

 株式の発行による収入 ― 690,928

 新株予約権の発行による収入 ― 1,022

 財務活動によるキャッシュ・フロー ― 920,430

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △92,557 177,628

現金及び現金同等物の期首残高 543,190 450,633

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  450,633 ※1  628,262
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　　

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

子会社は全て連結しております。

連結子会社は、AIP証券株式会社(現 SAMURAI証券株式会社)、SAMURAI ASSET FINANCE株式会社、株式会社

ヴィオ、DDインベストメント株式会社、株式会社ディーキューブ及び株式会社UML教育研究所の6社でありま

す。

AIP証券株式会社(現 SAMURAI証券株式会社)は、平成29年10月16日の株式取得に伴い、SAMURAI ASSET

FINANCE株式会社は、平成29年11月16日の新規設立に伴い、株式会社ヴィオは、平成30年１月16日の株式取得

に伴い、当連結会計年度より連結子会社となりました。

なお、株式会社ヴィオは、みなし取得日を当連結会計年度末日としているため、当連結会計年度は貸借対

照表のみ連結しております。

 

２．持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社がないため該当事項はありません。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、AIP証券株式会社(現 SAMURAI証券株式会社)及び株式会社ヴィオの決算日は、３月31日であ

ります。

連結財務諸表の作成にあたっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

 

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な

最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(ロ)たな卸資産

商品及び製品…先入先出法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

仕掛品…個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

原材料及び貯蔵品…先入先出法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

定率法(但し、建物は定額法)

(ロ)無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年間）に基づく定

額法を採用し、販売用ソフトウェアについては、見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間

（３年間）に基づく均等配分額とのいずれか大きい額によっております。

 
(3) 重要な引当金の計上基準

（イ）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（ロ）賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給対象期間に対応した支給見積相当額を計上しております。

 

 

(4) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、個別案件ごとに判断し、５～10年以内の合理的な年数で償却しておりま

す。

 
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 

(追加情報)

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）

を当連結会計年度から適用しております。
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(連結貸借対照表関係)

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成29年１月31日)
当連結会計年度

(平成30年１月31日)

建物及び構築物 ―千円 147,501千円

土地 ―〃 442,884〃

計 ―千円 590,386千円
 

　

 
前連結会計年度

(平成29年１月31日)
当連結会計年度

(平成30年１月31日)

１年内返済予定の長期借入金 ―千円 26,040千円

長期借入金 ―〃 220,940〃

計 ―千円 246,980千円
 

 
※２　偶発債務

（当社に対する訴訟の提起）

当社は、平成29年８月３日付にて、当社の前代表取締役社長である星川征仁氏（平成29年２月15日まで

当社の代表取締役社長であり、同年３月３日付にて取締役を辞任）より、同氏が当社に入社する以前に、

当社との間で締結していた業務委託契約に基づき、平成26年当時に当社が開発受託した案件につきインセ

ンティブ報酬が発生しているとして、これを請求する民事訴訟が提起されました。

　当社としましては、原告の主張には全く理由のないものと考えており、訴状の内容を精査し反論を行い

適切に対応してまいります。

　訴訟の推移によっては、今後の業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響を合理的

に見積ることは困難であります。

＜本訴訟の概要＞

（１）訴訟を提起した者：星川征仁

（２）訴訟の内容：業務委託報酬請求事件

（３）訴訟の目的の価額：訴訟物の価額 35,881千円

貼用印紙代　　 128千円

訴状送達の翌日から年６分の割合による金員の支払いを求める

上記の偶発債務は、連結決算日時点の情報であり、平成30年３月26日に原告からの請求の放棄による本

件訴訟の終了により当社業績に与える影響はありません。

　

 

EDINET提出書類

ＳＡＭＵＲＡＩ＆Ｊ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社(E05094)

有価証券報告書

46/90



 

(連結損益計算書関係)

※１　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日)

当連結会計年度
(自　平成29年２月１日
至　平成30年１月31日)

役員報酬 16,924千円 49,000千円

給料手当 37,554 58,940 
貸倒引当金繰入額 221 ― 
支払報酬 42,663 90,744 

 

　

※２　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。　

 
前連結会計年度

(自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日)

当連結会計年度
(自　平成29年２月１日
至　平成30年１月31日)

建物及び構築物 ―千円 27,630千円

工具器具備品 ― 16,666 

土地 ― 58,906 

計 ― 103,204 
 

 
※３　減損損失

前連結会計年度

当連結会計年度において当社グループは、耐騒音型マイク及びクラウド救急支援システム事業（CEMS）に

係る固定資産について減損損失を計上いたしました。

当連結会計年度において、当該事業の継続が困難であると判断し当該事業に係る工具器具備品、前払費用

及び長期前払費用18,575千円については回収可能額を零とし帳簿価額全額を減損損失として特別損失に計上

しております。

　なお、当社グループのグルーピングの方法は、原則として事業の区分によっております。

　

当連結会計年度

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

(１)DDインベストメント株式会社における減損損失

場所 用途 種類 減損損失（千円）
京都市下京区
奈良県奈良市

事業資産 工具器具備品 3,526
 

当連結会計年度において当社グループは、連結子会社であるDDインベストメント株式会

社が所有する工具器具備品を売却する方針を決定したため、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。また、売却予定価額

を回収可能価額として算出しております。

なお、当社グループのグルーピングの方法は、原則として事業の区分によっております。

 
(２)提出会社における減損損失

場所 用途 種類 減損損失(千円)

東京都港区 事業資産 商標権・ソフトウェア 3,597
 

当連結会計年度において当社グループは、当社が所有する商標権及びソフトウェアにつ

いて、当初想定した収益性が認められず、今後回復の見込みが低いと判断したことから、

帳簿価格を回収可能価格まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上してお

ります。また、回収可能価格は使用価値により算定しており、将来キャッシュ・フローを

マイナスと見込んでいるため、備忘価格まで簿価を切り下げております。

なお、当社グループのグルーピングの方法は、原則として事業の区分によっております。
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(連結包括利益計算書関係)

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

   

 
前連結会計年度

(自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日)

当連結会計年度
(自　平成29年２月１日
至　平成30年１月31日)

その他有価証券評価差額金：   

  当期発生額 65千円 149千円

  組替調整額 △1,899 ―

    税効果調整前 △1,833 149

    税効果額 653 △47

   その他有価証券評価差額金 △1,179 101

　　　その他の包括利益合計 △1,179 101
 

 

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度
末株式数(株)

発行済株式     

　普通株式 2,691,000 ― ― 2,691,000

合計 2,691,000 ― ― 2,691,000

自己株式     

　普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―
 

 
２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度
末株式数(株)

発行済株式     

　普通株式 2,691,000 294,000 ― 2,985,000

合計 2,691,000 294,000 ― 2,985,000

自己株式     

　普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―
 

　(変更事由の概要)

新株の発行（第三者割当有償増資）

　有償第三者割当増資に伴う新株式の発行による増加　　294,000株

　　　

２．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結

会計年度末

提出会社
平成 29年ストッ
ク・オプションと
しての新株予約権

普通株式 ― ― ― ― 1,541

合計 ― ― ― ― 1,541
 

 

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　

 
前連結会計年度

(自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日)

当連結会計年度
(自　平成29年２月１日
至　平成30年１月31日)

現金及び預金勘定 450,633千円 658,262千円

預入期間が３か月を超える定期預金 ― △30,000千円

現金及び現金同等物 450,633千円 628,262千円
 

　

※２　株式の取得により新たに連結子会社になったAIP証券株式会社（現 SAMURAI証券株式会社）の資産及び負債

の主な内訳

株式の取得により新たに同社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式

の取得価格と同社取得のための支出（純増）との関係は次のとおりです。

　

流動資産 85,551千円

固定資産 15,500 

のれん 378,713 

流動負債 △20,892 

固定負債 ― 

株式の取得価格 458,872千円

現金及び現金同等物 △23,645 

差引：取得のための支出 435,227千円
 

　

※３　株式の取得により新たに連結子会社になった株式会社ヴィオの資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに同社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式

の取得価格と同社取得のための支出（純増）との関係は次のとおりです。

　

流動資産 99,977千円

固定資産 4,383 

のれん 40,988 

流動負債 △17,349 

固定負債 ― 

株式の取得価格 128,000千円

現金及び現金同等物 △76,850 

差引：取得のための支出 51,149千円
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、売掛金回収、買掛金支払及び設備投資等の計画に照らし、原則として自己資金による

事業運営を行っておりますが、必要に応じ金融機関からの借入を行っております。　

また、主な事業の１つとして金融関連事業があります。当該事業を行うため、当社グループでは主に自

己資金による他、必要に応じて増資及び新株予約権の発行により資金を調達しております。従って、信用

リスク、価格変動リスク、為替リスクを伴う金融資産及び流動性リスクを伴う金融負債を有しているた

め、会社経営において、リスクの把握と管理が重要である旨、認識しております。そのため、当社グルー

プにおいては、管理すべきリスクの種類を特定するとともに、的確な評価を行い、当該リスクへの適切な

対応を選択するプロセスを構築し、実践していくことを定めております。

　

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

主な金融資産としては、売掛金、上場株式があります。

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、顧客の信用状

況を適宜把握すると共に、月次で回収状況および債権残高を把握することを通じてリスクの軽減を図って

おります。

上場株式については、主に純投資目的及び事業推進目的で保有しております。当該金融資産について

は、投資先企業の信用リスク及び価格変動リスクを伴っております。なお、上場企業への投資は、主にエ

クイティファイナンスの引受けであり、借株契約等の手法を使い市場動向に即した機動的な売買を行うこ

とで当該リスクの低減を図っております。なお、当連結会計年度末において該当する金融資産はありませ

ん。

　

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理

当社グループは、営業債権については販売管理規程に従い、取引先毎の残高管理を行うとともに、

取引先の財務状況に応じ与信限度額の設定を行っております。　

②　市場リスク(株式の市場価格及び為替・金利等の変動リスク)の管理

当社は、投融資委員会規程及び関連諸規則に従い、取締役会又は経営会議において、投資判断を

行っております。新規投資案件については、投資先企業のデューデリジェンスにより投資限度額、価

格変動リスクの評価を含む投資回収等の投資計画を立案し、取締役会又は経営会議においてその投資

計画の決定を行っております。

　③　流動性リスクの管理

当社は、投資回収の管理、資金調達の多様化、投資家との提携等による調達環境を考慮した調整を

することで資金調達に係るリスクを管理しております。

　

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。　

　

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
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前連結会計年度（自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日）

 

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(１)現金及び預金 450,633 450,633 ―

(２)受取手形及び売掛金 41,330 41,330 ―

(３)投資有価証券 278 278 ―

資産計 492,243 492,243 ―

(１)長期借入金 ― ― ―

負債計  ― ―
 

 

当連結会計年度（自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日）

 
 

連結貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(１)現金及び預金 658,262 658,262 ―

(２)受取手形及び売掛金 20,471 20,471 ―

(３)投資有価証券 427 427 ―

資産計 679,162 679,162 ―

(１)長期借入金 246,980 246,526 △453

負債計 247,046 246,592 △453
 

 

　

資　産

(１)現金及び預金、並びに(２)受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。

　

(３)投資有価証券

取引所の価格によっております。

 
負　債

(１)長期借入金

金額については、１年内に償還する予定である借入金の金額も含まれています。

時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引い

た現在価値により算定しております。
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３．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(前連結会計年度)

非上場株式(連結貸借対照表計上額０千円)及び投資事業有限責任出資組合出資(連結貸借対照表計上額

20,000千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上

表の「投資有価証券」には含めておりません。

(当連結会計年度)

非上場株式(連結貸借対照表計上額０千円)及び投資事業有限責任出資組合出資(連結貸借対照表計上額

19,334千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上

表の「投資有価証券」には含めておりません。

　

 

４．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成29年１月31日）

　

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 450,633 ― ― ―
 

　

当連結会計年度（平成30年１月31日）

　

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 658,262 ― ― ―
 

　

５．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成29年１月31日）

　

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 ― ― ― ― ― ―
 

　

当連結会計年度（平成30年１月31日）

　

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 26,040 26,040 26,040 26,040 26,040 116,780
 

 
(有価証券関係)

１．その他有価証券

前連結会計年度（自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日）

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

 
なお、非上場株式（連結貸借対照表計上額０千円）及び投資事業有限責任組合出資（連結貸借対照表計上額

20,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「その

他有価証券」には含めておりません。

　

当連結会計年度（自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日）

　　重要性が乏しいため、注記を省略しております。

 
なお、非上場株式（連結貸借対照表計上額０千円）及び投資事業有限責任組合出資（連結貸借対照表計上額

19,334千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「その

他有価証券」には含めておりません。
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２．連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日）

区分
売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

(1) 株式 59,672 17,520 1,301

(2) その他 67,702 ― 1,023

合計 127,374 17,520 2,325
 

 

当連結会計年度（自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日）

区分
売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

(1) 株式 ― ― ―

(2) その他 ― ― ―

合計 ― ― ―
 

　

３．減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日）

該当事項はありません。

 
当連結会計年度（自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日）

該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)

　　　前連結会計年度（平成29年１月31日）

　　　　該当事項はありません。

 
　　　当連結会計年度（平成30年１月31日）

　　　　該当事項はありません。

 
(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度（自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日）

該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日）

１．ストック・オプションにかかる資産計上額及び科目名

 前連結会計年度 当連結会計年度

現金及び預金 ― 1,541千円
 

 
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1)　ストック・オプションの内容

決議年月日 平成29年６月13日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役８名
当社監査役３名

新株予約権の数 3,982個（注）１

株式の種類及び付与数 普通株式　398,200株（注）１

付与日 平成29年６月28日

権利行使期間 平成31年５月１日～平成34年６月27日

対象勤務期間 特段の定めはございません。

新株予約権の行使の条件

①　割当日から本新株予約権の行使期間の末日に至るまでの間に金融商品取
引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額（ただし、
後の（注）１．に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。）
に30％を乗じた価格を下回った場合には、本新株予約権の割当てを受けた
者（以下、「新株予約権者」といいます。）は、下記の②の定めに関わら
ず、残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなけれ
ばならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限
りではない。

 
ア）当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
イ）当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事
実を適正に開示していなかったことが判明した場合

ウ）当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発
行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

エ）その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認
められる行為をなした場合

 
②　新株予約権者は、平成31年１月期の監査済みの当社連結損益計算書（連
結財務諸表を作成していない場合は損益計算書）の経常損益が零円を上
回った場合に限り、本新株予約権の権利行使ができるものとする。なお、
会計基準の変更等により参照すべき経常損益の概念等に重要な変更があっ
た場合には、別途参照すべき同等の指標を取締役会にて定めるものとす
る。

③　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社
関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任
期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認め
た場合は、この限りではない。

④　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点におけ
る発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行
使を行うことはできない。

⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認
を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約
権の交付に関する事項

（注）３
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（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

　ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の数式により付与株

式数を調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
　

調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　分割・併合の比率　

 

　　　２．会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の

結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

 
　　　３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または

株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。）を行う場合において、組織再編行

為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イから

ホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権を以下の条件に基づ

きそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する

旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計

画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記の（注）１．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘

案のうえ、下記の(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況②単価情報における(注)

で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記の（注）１．に従って決定

される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、本

新株予約権行使期間の末日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記の（注）２．に準じて決定する。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（８）その他新株予約権の行使の条件

「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

（９）新株予約権の取得事由及び条件

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分

割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締

役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

また、新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本

新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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(2)　ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（平成30年１月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・

オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

 
①　ストック・オプションの数

会社名 SAMURAI&J PARTNERS株式会社

決議年月日 平成29年６月13日

権利確定前（株）  

　前連結会計年度末 ―

　付与 398,200

　失効 ―

　権利確定 ―

　未確定残 398,200
 

　

②　単価情報

会社名 SAMURAI&J PARTNERS株式会社

決議年月日 平成29年６月13日

権利行使価格（円） 1,272

付与日における公正な評価単価（円） 387
 

(注)　新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により

払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。　
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
 

　　　　　

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合

は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×

既発行
株式数

＋

新株発行
（処分）株式数

×
１株当たり
払込金額

１株当たり時価

既発行株式数 ＋
新株発行

（処分）株式数
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３．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1)　使用した評価技法　モンテカルロ・シミュレーション

(2)　主な基礎数値及びその見積方法

評価基準日  平成29年６月12日

算定時点株価 (注)１ 1,272円

ボラティリティ (注)２ 72％

予想配当額 (注)３ ０円

無リスク利子率 (注)４ △0.1％

試行回数  50,000回
 

(注)１.　評価基準日時点での普通株式終値を採用しました。

　　２.　自社普通株式のヒストリカルボラティリティを参考に決定しました。

　　３.　直近までの配当実績を考慮し決定しました。

　　４.　オプション期間と対応する日本円スワップレートを参考に決定しました。

　

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用しております。

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

 
前連結会計年度

(自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日)

 
当連結会計年度

(自　平成29年２月１日
至　平成30年１月31日)

(繰延税金資産)    

投資有価証券評価損 37,339千円  36,692千円

長期前払費用償却超過額 5,852千円  4,299千円

貸倒引当金繰入限度超過額 48,806千円  50,442千円

繰越欠損金 381,600千円  420,080千円

その他 22,586千円  9,737千円

繰延税金資産小計 496,184千円  521,252千円

評価性引当額 △496,184千円  △518,352千円

繰延税金資産合計 ―千円  2,900千円

(繰延税金負債)      

有価証券評価差額金 70千円  117千円

繰延税金負債合計 70千円  117千円

繰延税金負債の純額 70千円  117千円
 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳

 

 
前連結会計年度

(自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日)

 
当連結会計年度

(自　平成29年２月１日
至　平成30年１月31日)

法定実効税率      

(調整)
税金等調整前当期純損失を
計上しているため、記載を
省略しております。

 
税金等調整前当期純損失を
計上しているため、記載を
省略しております。

評価性引当額の増減  

住民税均等割  

その他  

税効果会計適用後の法人税等の負担率      
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(企業結合等関係)

　取得による企業結合

　（AIP証券株式会社（現 SAMURAI証券株式会社)の株式取得）

当社は、AIP証券株式会社（現 SAMURAI証券株式会社）の普通株式を第１回目の株式取得により取得

し、平成29年10月16日付で同社を連結子会社といたしました。

また、第２回目の株式取得により同社普通株式を追加取得し、同年11月２日をもって同社を完全子会

社といたしました。

１． 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　AIP証券株式会社（現 SAMURAI証券株式会社）

事業の内容　　　　金融関連事業

(2) 企業結合を行った主な理由

当社の各取締役が有する金融・投資分野におけるノウハウを活かしつつ、金融関連事業に参入

し、当社グループの売上及び収益性を向上させ企業価値を高めるため。

(3) 企業結合日

　平成29年10月16日　第１回目の株式取得

   平成29年11月２日　第２回目の株式取得

(みなし取得日　平成29年10月31日)

(4) 企業結合の法的形式

株式取得

(5) 結合後企業の名称

平成29年11月２日付で商号を「SAMURAI証券株式会社」に変更しております。

(6) 取得した議決権比率

企業結合日に取得した議決権比率　　(第１回目の株式取得)　　　78.22％

企業結合日に追加取得した議決権比率(第２回目の株式取得)　　　21.78％

取得後の議決権比率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00％

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金預金等を対価としてAIP証券株式会社（現 SAMURAI証券株式会社）の株式を取得した

ためであります。　

２． 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成29年11月１日から平成30年１月31日まで　

３． 被取得企業の取得対価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金預金 第１回目の株式取得 305,200千円

 債務引受 第１回目の株式取得 53,672千円

 現金預金 第２回目の株式取得 100,000千円

取得原価   471,332千円
 

４.　主要な取得関連費用の内容及び金額

株式取得に伴う株式価値算定及びコンサルティングに対する報酬・手数料等　12,459千円

５． 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 85,551千円

固定資産 15,500千円

資産合計 101,052千円

流動負債 20,892千円

固定負債 ―千円

負債合計 20,892千円
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６．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

同社普通株式の全てを取得することを目的とした第１回目の株式取得及び第２回目の株式取得によ

る一連の株式取得は、一体として取扱い、支配獲得後に追加取得したものについては、支配獲得時に

のれんが計上されたものとして算定しております。

(1) 発生したのれんの金額

　　　　　　　378,713千円

(2) 発生原因

   　主に今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。

(3) 償却方法及び償却期間

　　　　　　　６年間の均等償却

７．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書

に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

売上高 29,126千円

営業利益 △72,765千円

経常利益 △73,158千円

税金等調整前当期純利益 △73,202千円

親会社株主に帰属する当期純利益 △73,371千円

１株当たり当期純利益 △2.65円
 

　(概算額の算定方法)

企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高および損益情報と、

取得企業の連結損益計算書における売上高および損益情報との差額を、影響の概算額としており

ます。また、のれんや無形資産が当連結会計年度の開始の日に発生したものとしてそれらの償却

額を加味して影響の概算額としております。

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

 
　（株式会社ヴィオの株式取得）

当社は、株式会社ヴィオの普通株式を株式取得により取得し、平成30年１月16日付で同社を連結子会

社といたしました。

１． 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

　 被取得企業の名称　株式会社ヴィオ

　 事業の内容　　　　ITソリューション事業、システム受託開発

(2) 企業結合を行った主な理由

当社の各取締役が有する金融・投資分野におけるノウハウと、当社が予てより主たる事業領域

としているIT領域でのノウハウを組み合わせた「金融×IT」という分野において、株式会社ヴィ

オの持つ技術力と結びつくことで更なるシナジー効果を発揮すると見込まれるため。

(3) 企業結合日

平成30年１月16日　

(みなし取得日　平成30年１月31日)

(4) 企業結合の法的形式

株式取得

(5) 結合後企業の名称

変更はありません。

(6) 取得した議決権比率

企業結合日に取得した議決権比率　　　　　　　　　 　　100.00％

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金預金を対価として株式会社ヴィオの株式を取得したためであります。　

 

２． 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成30年１月31日をみなし取得日としており、当連結会計年度に被取得企業の業績は含まれておりません。
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３． 被取得企業の取得対価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金預金 株式取得 128,000千円

取得原価   140,273千円
 

４．主要な取得関連費用の内容及び金額

　　株式取得に伴う株式価値算定及びコンサルティングに対する報酬・手数料等　12,273千円

５． 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 99,977千円

固定資産 4,383千円

資産合計 104,361千円

流動負債 17,349千円

固定負債 ―千円

負債合計 17,349千円
 

６． 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれんの金額

　　　　　　　40,988千円

(2) 発生原因

   　主に今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。

(3) 償却方法及び償却期間

　　　　　　　６年間の均等償却

７．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書

に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

売上高 152,258千円

営業利益 8,087千円

経常利益 9,952千円

税金等調整前当期純利益 9,952千円

親会社株主に帰属する当期純利益 7,186千円

１株当たり当期純利益 0.26円
 

　(概算額の算定方法)

企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高および損益情報と、

取得企業の連結損益計算書における売上高および損益情報との差額を、影響の概算額としており

ます。また、のれんや無形資産が当連結会計年度の開始の日に発生したものとしてそれらの償却

額を加味して影響の概算額としております。

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

 
(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

本社等オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

残存使用見込期間は短期間と想定され、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前

の見積額を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
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(3) 当該資産除去債務の総額の増減
　

 
前連結会計年度

(自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日）

当連結会計年度
(自　平成29年２月１日

 　至　平成30年１月31日）

期首残高 ―千円 880千円

対象固定資産の売却に伴う減少 ― △233 

見積りの変更による増加額 814 ― 

時の経過による調整額 ― 825 

その他増減 66 ― 

期末残高 880 1,473 
 

 

 
　　

 
(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度（自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日）

一部の連結子会社では、東京都において、賃貸収益を得ることを目的として当該賃貸オフィスビルを所有

しております。なお、賃貸オフィスビルの一部については、当社が使用しているため、表記を賃貸等不動産

として使用される部分を含む不動産としております。

当該、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する当連結会計年度末の連結貸借対照表計上

額、当連結会計年度増減額、時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。

    

 

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末

の時価
(千円)

当連結会計年度
期首残高
(千円)

当連結会計年度
増減額
(千円)

当連結会計年度末
残高
(千円)

賃貸等不動産として使用される
部分を含む不動産

176,930 △1,086 175,844 210,878
 

(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．当連結会計年度末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用い

て調整を行ったものを含む。）であります。

　

また、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する平成29年１月期における損益は、次の通

りであります。

    

 
賃貸収益
(千円)

賃貸費用
(千円)

差額
(千円)

その他損益
(千円)

賃貸等不動産として使用される
部分を含む不動産

11,411 4,813 6,597 ―
 

(注)　賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社が使用

している部分を含むため、当該部分の賃貸収益は、計上されておりません。なお、当該不動産に係る費

用（減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等）については、賃貸費用に含まれております。
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当連結会計年度（自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日）

一部の連結子会社では、東京都において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビルを所有して

おりましたが、不動産の効率的運用と財務体質の改善を図るため、当該不動産は売却いたしました。なお、

当該賃貸オフィスビルの一部については、当社が使用していた部分も含むため、表記を賃貸等不動産として

使用される部分を含む不動産としております。

その後に大阪市中央区東心斎橋の賃貸等不動産を取得いたしました。

当該、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する当連結会計年度末の連

結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額、時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。

    

 

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末

の時価
(千円)

当連結会計年度
期首残高
(千円)

当連結会計年度
増減額
(千円)

当連結会計年度末
残高
(千円)

賃貸等不動産 ― 590,386 590,386 601,000

賃貸等不動産として使用される
部分を含む不動産

175,844 △175,844 ― ―
 

(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

　　 ２．当連結会計年度増減額のうち、主な増加は大阪市中央区東心斎橋の不動産の取得(593,192千円)、減

少は千代田区神田の賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の売却(175,844千円)でありま

す。

３．当連結会計年度末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づく鑑定評価額であります。

　　また、直近の不動産鑑定評価を行った時から一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えら

れる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額になってお

ります。

　

また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する平成30年１月期におけ

る損益は、次のとおりであります。

    

 
賃貸収益
(千円)

賃貸費用
(千円)

差額
(千円)

その他損益
(千円)

賃貸等不動産 37,666 10,448 27,218 ―

賃貸等不動産として使用される
部分を含む不動産

4,539 5,420 △880 ―
 

(注)　賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社が使用し

ている部分を含むため、当該部分の賃貸収益は、計上されておりません。なお、当該不動産に係る費用

（減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等）については、賃貸費用に含まれております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。　　

当社グループは、「ITサービス事業」、「自社ビル賃貸事業」、「金融関連事業」を報告セグメントとし

ております。

「ITサービス事業」におきましては、ネットワークアクセス高速化ミドルウェア「Fast Connector」シ

リーズを軸に、捜査支援用画像処理システム「イメージレポーター」等の販売、システム受託開発を行って

おります。

「自社ビル賃貸事業」におきましては、賃貸用不動産の賃貸を行っております。

「金融関連事業」におきましては、企業の資金調達ニーズに対するファイナンシャルアレンジメントやM&A

のアドバイザリー業務及び投資ファンドの組成業務を行っております。

　　

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。　

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。　

 
　　３．報告セグメントの変更等に関する事項

第３四半期連結会計期間において、AIP証券株式会社（現 SAMURAI証券株式会社）を連結の範囲に含めたこ

とに伴い、従来の「ITサービス事業」及び「自社ビル賃貸事業」に「金融関連事業」を報告セグメントとし

て追加しております。
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４．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日）

  (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額(注)２ITサービス

事業
自社ビル
賃貸事業

金融関連
事業

計

売上高       

(1) 外部顧客への売上高 136,722 11,411 ― 148,133 ― 148,133

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 6,598 ― 6,598 △6,598 ―

計 136,722 18,009 ― 154,731 △6,598 148,133

セグメント利益
又は損失（△）

9,031 8,699 ― 17,731 △104,265 △86,534

その他の項目       

　減価償却費 8,224 1,086 ― 9,310 ― 9,310

　減損損失 18,575 ― ― 18,575 ― 18,575

　有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

32,705 ― ― 32,705 ― 32,705
 

(注) １．セグメント利益又は損失（△）の調整額△104,265千円には、セグメント間消去6,202千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△110,467千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメント

に帰属しない販売費及び一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

３．減価償却費には、長期前払費用に係る償却が含まれております。

４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれます。

５．セグメント資産については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはしていない

ため記載しておりません。
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当連結会計年度（自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日）

  (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額(注)２ITサービス

事業
自社ビル
賃貸事業

金融関連
事業

計

売上高       

(1) 外部顧客への売上高 73,418 42,206 267,079 382,703 ― 382,703

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 2,547 ― 2,547 △2,547 ―

計 73,418 44,754 267,079 385,251 △2,547 382,703

セグメント利益
又は損失（△）

△49,586 28,885 10,542 △10,159 △172,732 △182,891

その他の項目       

　減価償却費 3,903 4,433 909 9,246 782 10,028

　減損損失 7,124 ― ― 7,124 ― 7,124

　のれんの償却額 ― ― 15,779 15,779 ― 15,779

　有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

47,236 598,356 389,061 1,034,654 1,283 1,035,938
 

(注) １．セグメント利益又は損失（△）の調整額△172,732千円には、セグメント間消去7,589千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△177,774千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメント

に帰属しない販売費及び一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

３．減価償却費には、長期前払費用に係る償却が含まれております。

４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれます。

５．当社は第３四半期連結会計期間において、AIP証券株式会社（現 SAMURAI証券株式会社）を連結の範囲に

含めております。

なお、みなし取得日を平成29年10月31日としており、当連結会計年度は平成29年11月１日から平成30年１

月31日の損益計算書を連結しております。

６．当社は第４四半期連結会計期間において、株式会社ヴィオを連結の範囲に含めております。

なお、みなし取得日を平成30年１月31日としており、当連結会計年度は貸借対照表のみを連結しておりま

す。

７．セグメント資産については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはしていない

ため記載しておりません。

 

EDINET提出書類

ＳＡＭＵＲＡＩ＆Ｊ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社(E05094)

有価証券報告書

67/90



 

【関連情報】

前連結会計年度（自 平成28年２月１日 至 平成29年１月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在する有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．顧客ごとの情報

  (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

アズ株式会社 36,000 ITサービス事業

高畠町 24,249 ITサービス事業
 

 

当連結会計年度（自 平成29年２月１日 至 平成30年１月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在する有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書上の売上高の10％以上を占める相手先がないため、

記載はありません。

EDINET提出書類

ＳＡＭＵＲＡＩ＆Ｊ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社(E05094)

有価証券報告書

68/90



 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 平成28年２月１日 至 平成29年１月31日）

セグメント情報に同様の情報開示をしているため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自 平成29年２月１日 至 平成30年１月31日）

セグメント情報に同様の情報開示をしているため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 平成28年２月１日 至 平成29年１月31日）

該当事項はありません。

　

当連結会計年度（自 平成29年２月１日 至 平成30年１月31日）

(単位：千円)

 
報告セグメント

その他 全社・消去 合計
ITサービス事業

自社ビル
賃貸事業

金融関連事業

当期末残高 40,988 ― 362,933 ― ― 403,922
 

(注)　のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 平成28年２月１日 至 平成29年１月31日）

該当事項はありません。

 
当連結会計年度（自 平成29年２月１日 至 平成30年１月31日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

　前連結会計年度（自 平成28年２月１日 至 平成29年１月31日）

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

種類

会社等

の名称

又は氏名

所在地

資本金又

は出資金

（千円）

事業の

内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

関連

当事者

との

関係

取引

の内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

（千円）

役員
星川　征仁

（注）１
― ―

当社

代表取締役
― ―

資金の回収

利息の受取

（注）２

600

83

 

短期貸付金

 
長期貸付金

600

 
3,250

主要株主

（個人）
寺井　和彦 ― ― ―

(被所有)

直接

44.4

―

資金の貸付

（注）３

資金の回収

（注）３

利息の受取

（注）２・

（注）３

203

 
1,975

 
26

 

― ―

役員が議決

権の過半数

を所有して

いる会社等

アズ

株式会社

東京都

新宿区
10,000

法人向け営

業 ア ウ ト

ソーシング

サービス

（所有）

直接　

60.0

（注）４

ライセ

ンス

承諾

ライセンス

使 用 料 　

（注）５

36,000 売掛金 19,168

 

（注）１．星川征仁氏は、平成29年３月３日時点で取締役を辞任したことにより、同日付で関連当事者ではなく

なっております。

２．貸付金に対する利息については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

３．寺井和彦氏が当社代表取締役に就任していた時期に、経費として支出していた金額のうち、会社の申

請要件を満たしていないもの等に関する金額について、当人への債権として計上、回収したものであ

ります。

４．当社の取締役である松田元氏が議決権の60.0％を直接保有しておりました。同氏は平成29年３月６日

時点で取締役を辞任したことにより、同日付で関連当事者ではなくなっております。

５．ライセンス使用料については、取引内容を勘案して、交渉の上決定しております。
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　当連結会計年度（自 平成29年２月１日 至 平成30年１月31日）

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

種類

会社等

の名称

又は氏名

所在地

資本金

又は出

資金

(千円)

事業の

内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

関連

当事者

との

関係

取引

の内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社（当該会

社の子会社

を含む）

株式会社オ

リーブスパ

（注）１

東京都港区 100,000

・ リ ラ ク
ゼーショ
ンサロン
の運営

・スパセラ
ピストの
育成

―

営業用

不動産

の購入

不動産

購入

（注）２

600,000 ― ―

営業用

不動産

の貸付

不動産の

貸付

（注）３

37,666 前受金 5,400

保証金の

受入

（注）３

30,000
長期預り

保証金
30,000

役員 藤澤 信義 Singapore ― 当社取締役

（所有）

直接　

22.78

―

第三者割

当による

有償増資

（注）４

499,800 ― ―

 

（注）１．当社の役員である藤澤信義氏が所有している会社が100％を直接所有しております。

２．土地等の不動産購入価格については、不動産鑑定士の鑑定価格を参考にして交渉により決定しており

ます。

３．不動産の賃貸料等については、近隣の相場または一般的な取引条件を参考にして交渉により決定して

おります。

４．当社が実施した第三者割当増資を１株につき2,380円で引受けたものであります。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自　平成28年２月１日
 至　平成29年１月31日)

当連結会計年度
(自　平成29年２月１日
 至　平成30年１月31日)

１株当たり純資産額 30円99銭 １株当たり純資産額 47円23銭

１株当たり当期純損失金額（△） △５円32銭 １株当たり当期純損失金額（△） △４円49銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、
１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在し
ないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、
潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であ
るため記載しておりません。

 

　

(注）１．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

(自　平成28年２月１日
　至　平成29年１月31日)

当連結会計年度
(自　平成29年２月１日
　至　平成30年１月31日)

１株当たり当期純損失金額（△）   

　親会社株主に帰属する
　当期純損失金額（△）

△143,404千円 △124,153千円

　普通株主に帰属しない金額 ― 千円 ― 千円

　普通株式に係る親会社株主に帰属する
　当期純損失金額（△）

△143,404千円 △124,153千円

　普通株式の期中平均株式数 26,910,000株 27,645,000株

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった
潜在株式の概要

―
第12回新株予約権

(3,982個)
 

２．当社は、平成30年２月１日付にて、普通株式１株につき普通株式10株の割合で株式分割を行ってお

ります。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当

たり当期純損失金額を算定しております。

 

(重要な後発事象)

　　(株式の分割)

当社は、平成29年12月14日開催の取締役会決議に基づき、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を

目的として、次の株式分割を行っております。

(１)株式分割の割合及び時期：平成30年２月１日付をもって平成30年１月31日の株主名簿に記載又は

記録された株主の所有株式数を１株に付き10株の割合をもって分割する。

(２)分割により増加する株式数：普通株式　26,865,000株

(３)１株当たり情報に及ぼす影響は、「（１株当たり情報）」に記載しております。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。　

 

【借入金等明細表】

 
区　分

当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 ― 26,040 2.025 ―

長期借入金（１年以内に返済予定
のものを除く）

― 220,940 2.025
平成31年２月１日～
平成39年７月14日

合　計 ― 246,980 ― ―
 

(注)長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区　分
１年超２年以内

 (千円）

２年超３年以内

 (千円）

３年超４年以内

 (千円）

４年超５年以内

 (千円）

長期借入金 26,040 26,040 26,040 26,040
 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、

記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

①　当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高(千円) 16,417 37,256 82,417 382,703

税金等調整前四半期(当期)
純損失金額(△)(千円)

△53,080 △37,480 △61,070 △111,647

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失金額
(△)(千円)

△54,105 △47,596 △71,356 △124,153

１株当たり四半期(当期)
純損失金額(△)(円)

△2.01 △1.77 △2.65 △4.49

 

　

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益
又は純損失金額(△)(円)

△2.01 0.24 △0.88 △1.77

 

(注)当社は、平成30年２月１日付けで普通株式１株につき普通株式10株の割合で株式分割を行っております。当

連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純損失金額及び１株当た

り四半期純利益又は純損失金額を算定しております。

 
②　決算日後の状況

特記事項はありません。
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③　重要な訴訟事件等

１．当社に対する訴訟の提起

当社は、平成29年８月３日付にて、当社の前代表取締役社長である星川征仁氏（平成29年２月15日

まで当社の代表取締役社長であり、同年３月３日付にて取締役を辞任）より、同氏が当社に入社する

以前に、当社との間で締結していた業務委託契約に基づき、平成26年当時に当社が開発受託した案件

につきインセンティブ報酬が発生しているとして、これを請求する民事訴訟が提起されました。

詳細については、「（連結貸借対照表関係）」の「※２　偶発債務」をご参照ください。

　

２．当社元役員らに対する訴訟の提起

当社は、平成29年８月29日付にて、当社元役員らに対して損害賠償請求訴訟を提起しました。本訴

訟は、当社の元役員らが平成28年12月21日に決議した新株および新株予約権の発行は、平成29年１月

６日の仮処分認可決定にて違法な不公正発行に当たると判断されたにもかかわらず、当社元役員ら

は、その後も新株及び新株予約権の発行のための準備等を行い、取締役としての善管注意義務に違反

したことにより被った損害の賠償を求めるものであります。

＜本訴訟の概要＞

（１）訴訟を提起した者：SAMURAI&J PARTNERS株式会社

（２）訴訟の内容：損害賠償請求事件

（３）請求金額：総額 27,720千円 およびこれに対する遅延損害金

　

３．当社元役員らに対する訴訟の提起

当社は、平成29年９月29日付にて、当社元役員らに対して損害賠償請求訴訟を提起しました。本訴

訟は、当社の元役員らが当社元代表取締役である寺井和彦氏の会社経費利用の不適切処理について、

その金額が当社の事業規模に比べ大きな影響が無いにもかかわらず、第三者委員会の設置、調査及び

３期分の決算短信、有価証券報告書及び四半期報告書の訂正を行い、多額の費用の支出により被った

損害の賠償を求めるものであります。

＜本訴訟の概要＞

（１）訴訟を提起した者：SAMURAI&J PARTNERS株式会社

（２）訴訟の内容：損害賠償請求事件

（３）請求金額：総額 52,153千円

　　

４．当社前代表取締役社長に対する訴訟の提起

当社は、平成29年９月29日付にて、当社前代表取締役社長である星川征仁氏に対して貸金返還等請

求訴訟を提起しました。本訴訟は、当社前代表取締役社長が、当社取締役に就任する前に当社から借

り入れていた金500万円に対し、一部のみ返済し、返済期日を経過しても当社代理人弁護士からの督促

の求めにも応じない状況であり、かつ　平成29年８月３日付で当社へ業務委託報酬請求事件の訴訟を

提起していることから、今後交渉に進展が見込めないと判断し、訴訟を提起したものであります。

＜本訴訟の概要＞

（１）訴訟を提起した者：SAMURAI&J PARTNERS株式会社

（２）訴訟の内容：貸金返還等請求事件

（３）請求金額：総額 2,268千円 および残元金に対する遅延損害金

　当該訴訟については、平成30年３月27日に東京地方裁判所民事第13部において当社完全勝訴の判決

が出ておりますが、貸倒引当金繰入額を営業外費用として計上しておりますため、現時点では本判決

が当社の業績に与える影響はありません。当社は、この判決を踏まえ、今後、法的手段に重点を置い

た債権回収を進めてまいります。状況の変化により、適時開示が必要となる場合は速やかにお知らせ

いたします。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年１月31日)
当事業年度

(平成30年１月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 413,257 372,442

  売掛金 42,375 4,631

  仕掛品 ― 375

  原材料及び貯蔵品 121 86

  立替金 95 717

  前払費用 2,265 6,222

  預け金 119,847 ―

  関係会社短期貸付金 16,250 12,750

  その他 31,417 17,669

  貸倒引当金 △634 △8,705

  流動資産合計 624,996 406,189

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 ― ※１  147,833

   工具、器具及び備品 720 6,968

   土地 ― ※１  442,884

   有形固定資産合計 720 597,686

  無形固定資産   

   ソフトウエア 5,499 312

   その他 245 168

   無形固定資産合計 5,745 481

  投資その他の資産   

   投資有価証券 278 19,762

   関係会社株式 0 746,605

   差入保証金 2,546 10,667

   関係会社長期貸付金 310,141 19,465

   破産更生債権等 162,332 162,332

   その他 4,136 424

   貸倒引当金 △271,159 △180,032

   投資その他の資産合計 208,276 779,225

  固定資産合計 214,742 1,377,393

 資産合計 839,739 1,783,582
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年１月31日)
当事業年度

(平成30年１月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 114 58

  未払金 7,058 12,322

  未払費用 1,491 2,185

  前受金 11,471 18,040

  預り金 427 2,125

  1年内返済予定の長期借入金 ― ※１  26,040

  その他 3,647 7,822

  流動負債合計 24,211 68,595

 固定負債   

  長期借入金 ― ※１  220,940

  長期預り保証金 ― 30,000

  繰延税金負債 70 117

  固定負債合計 70 251,057

 負債合計 24,281 319,652

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 987,425 1,337,285

  資本剰余金   

   資本準備金 ― 349,860

  資本剰余金合計 ― 349,860

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △172,133 △225,024

   利益剰余金合計 △172,133 △225,024

  株主資本合計 815,292 1,462,121

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 164 266

  評価・換算差額等合計 164 266

 新株予約権 ― 1,541

 純資産合計 815,457 1,463,929

負債純資産合計 839,739 1,783,582
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成28年２月１日
　至 平成29年１月31日)

当事業年度
(自 平成29年２月１日
　至 平成30年１月31日)

売上高 ※２  138,704 ※２  375,530

売上原価 ※２  72,689 ※２  240,478

売上総利益 66,015 135,052

販売費及び一般管理費 ※１,※２  167,114 ※１,※２  259,804

営業損失（△） △101,099 △124,752

営業外収益   

 受取利息 ※２  3,470 ※２  1,573

 投資有価証券売却益 3,516 ―

 補助金収入 708 ―

 貸倒引当金戻入額 ― 82,483

 受取返戻金 ― 1,623

 その他 32 122

 営業外収益合計 7,727 85,802

営業外費用   

 支払利息 3 2,846

 新株予約権発行費 ― 518

 投資有価証券売却損 2,325 ―

 デリバティブ債権売却損 1,589 ―

 貸倒引当金繰入額 9,514 ―

 株式交付費 ― 8,791

 その他 0 134

 営業外費用合計 13,431 12,291

経常損失（△） △106,803 △51,240

特別利益   

 投資有価証券売却益 13,045 ―

 固定資産売却益 ― ※３  16,666

 特別利益合計 13,045 16,666

特別損失   

 保険解約損 3,380 ―

 減損損失 18,575 3,597

 過年度決算訂正関連費用 43,900 ―

 訴訟関連費用 ― 11,771

 特別損失合計 65,856 15,369

税引前当期純損失（△） △159,614 △49,942

法人税、住民税及び事業税 896 2,948

法人税等合計 896 2,948

当期純損失（△） △160,511 △52,890
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主資本

合計資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

当期首残高 987,425 ― ― ― ― △11,621 △11,621 975,804

当期変動額         

新株の発行    ―    ―

当期純損失（△）    ―  △160,511 △160,511 △160,511

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
   ―     

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △160,511 △160,511 △160,511

当期末残高 987,425 ― ― ― ― △172,133 △172,133 815,292
 

 

 

評価・換算差額等

新株予約権
純資産

合計
その他有価

証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 64 64 ― 975,868

当期変動額     

新株の発行    ―

当期純損失（△）    △160,511

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
100 100  100

当期変動額合計 100 100  △160,410

当期末残高 164 164 ― 815,457
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当事業年度(自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主資本

合計資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

当期首残高 987,425 ― ― ― ― △172,133 △172,133 815,292

当期変動額         

新株の発行 349,860 349,860  349,860    699,720

当期純損失（△）      △52,890 △52,890 △52,890

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
        

当期変動額合計 349,860 349,860 ― 349,860 ― △52,890 △52,890 646,829

当期末残高 1,337,285 349,860 ― 349,860 ― △225,024 △225,024 1,462,121
 

 

 

評価・換算差額等

新株予約権
純資産

合計
その他有価

証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 164 164 ― 815,457

当期変動額     

新株の発行    699,720

当期純損失（△）    △52,890

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
101 101 1,541 1,642

当期変動額合計 101 101 1,541 648,472

当期末残高 266 266 1,541 1,463,929
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【注記事項】

(重要な会計方針)

重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

②　その他有価証券

・時価のあるもの

事業年度の末日の市場価格等にも基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの

移動平均法による原価法

③　たな卸資産

・商品及び製品

先入先出法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・仕掛品

個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・原材料及び貯蔵品

先入先出法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法によっております。但し、建物については、定額法によっております。

②　無形固定資産

定額法によっております。

・自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

・販売目的のソフトウェア

見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間（３年）に基づく均等配分とのいずれか大きい額

によっております。

・その他の無形固定資産

定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

 
(追加情報)

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）

を当事業年度から適用しております。
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(貸借対照表関係)

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

 
前事業年度

(平成29年１月31日)
当事業年度

(平成30年１月31日)

建物及び構築物 ―千円 147,501千円

土地 ―〃 442,884〃

計 ―千円 590,386千円
 

 

 
前事業年度

(平成29年１月31日)
当事業年度

(平成30年１月31日)

１年内返済予定の長期借入金 ―千円 26,040千円

長期借入金 ―〃 220,940〃

計 ―千円 246,980千円
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(損益計算書関係)

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度28.0％、当事業年度8.8％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度72.0％、当事業年度91.2％であります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日)

当事業年度
(自　平成29年２月１日
至　平成30年１月31日)

役員報酬 16,924千円 47,350千円

給料手当 37,554千円 54,146千円

支払手数料 28,739千円 19,844千円

減価償却額 205千円 782千円

貸倒引当金繰入額 221千円 △464千円

支払報酬 42,282千円 62,242千円
 

 

※２　関係会社に係る注記

 

 
前事業年度

(自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日)

当事業年度
(自　平成29年２月１日
至　平成30年１月31日)

売上高 4,800千円 4,850千円

売上原価 2,361千円 298千円

販売費及び一般管理費 13,476千円 7,989千円

営業取引以外の取引高 3,287千円 1,490千円
 

　　

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日)

当事業年度
(自　平成29年２月１日
至　平成30年１月31日)

工具、器具備品 ―千円 16,666千円
 

 

(有価証券関係)

子会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は746,605千円、前事業年度の貸借対照表計上額は０千円）

は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式の時価を記載し

ておりません。
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

 

 
第21期

(自　平成28年２月１日
 至　平成29年１月31日)

 
第22期

(自　平成29年２月１日
 至　平成30年１月31日)

(繰延税金資産）    

投資有価証券評価損 79,686千円  79,809千円

貸倒引当金繰入限度超過額 81,380千円  57,735千円

繰越欠損金 280,330千円  221,964千円

その他 57,807千円  51,124千円

繰延税金資産小計 499,799千円  410,634千円

評価性引当額 △499,799千円  △410,634千円

繰延税金資産合計 ―千円  ―千円

(繰延税金負債)      

有価証券評価差額金 70千円  117千円

繰延税金負債合計 70千円  117千円

繰延税金負債の純額 70千円  117千円
 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳

 

 
第21期

(自　平成28年２月１日
 至　平成29年１月31日)

 
第22期

(自　平成29年２月１日
 至　平成30年１月31日)

法定実効税率      

(調整)
税引前当期純損失を計上し
ているため、記載を省略し
ております。

 
税引前当期純損失を計上し
ているため、記載を省略し
ております。

評価性引当額の増減  

住民税均等割  

その他  

税効果会計適用後の法人税等の負担率      
 

 

(重要な後発事象)

株式の分割

連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
期首

帳簿価格
(千円)

当期
増加額
(千円)

当期
減少額
(千円)

当期
償却額
(千円)

当期
減損
(千円)

期末
帳簿価格
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

期末
取得原価
(千円)

有形固定資産         

建物及び構築物 ― 150,665 ― 2,831 ― 147,833 2,831 150,665

工具器具備品 720 8,249 0 2,001 ― 6,968 2,064 9,032

土地 ― 442,884 ― ― ― 442,884 ― 442,884

有形固定資産計 720 601,799 0 4,833 ― 597,686 4,895 602,582

無形固定資産         

特許権 83 455 ― 370 ― 168 ― 758

商標権 162 ― ― 20 141 ― ― 202

ソフトウェア 5,499 ― ― 1,731 3,455 312 ― 8,655

無形固定資産計 5,745 455 ― 2,121 3,597 481 ― 9,616
 

(注)１．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物 心斎橋賃貸用ビル 賃貸用不動産 150,665千円

工具器具備品 心斎橋賃貸用ビル 内部付属備品 5,164千円

土地 心斎橋賃貸用ビル ビル用地 442,884千円
 

 

 
【引当金明細表】

 

科目
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 271,794 2,268 85,324 188,738
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項ありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ２月１日から１月31日まで

定時株主総会 ４月中

基準日 １月31日

剰余金の配当の基準日
７月31日
１月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
(特別口座)
 大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
 三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

株主名簿管理人
(特別口座)
 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所 ──────

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
公告することができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
　公告掲載URL（当社ホームページ）
　https://www.sajp.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注) 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に揚げる権利以外の権利を行使

することができません。

（１）会社法第189条第２項各号に揚げる権利

（２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

 

(１) 有価証券報告書
及びその添付書類
並びに確認書

事業年度
(第21期)
 

自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日

 平成29年４月28日
近畿財務局長に提出。
 

 
(２) 内部統制報告書

及びその添付書類
事業年度
(第21期)

自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日

 平成29年４月28日
近畿財務局長に提出。

 
(３) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第９号の２の規定に基づくもの
 平成29年４月28日

近畿財務局長に提出。

 
(４) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第12号及び第19号の規定に基づくもの
 平成29年６月２日

近畿財務局長に提出。

 
(５) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第12号及び第19号の規定に基づくもの
 平成29年６月２日

近畿財務局長に提出。

 
(６) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第２号の２の規定に基づくもの
 平成29年６月13日

近畿財務局長に提出。

 
(７) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第12号の規定に基づくもの
 平成29年６月13日

近畿財務局長に提出。

 
(８) 四半期報告書

及び確認書
(第22期
第１四半期)

自　平成29年２月１日
至　平成29年４月30日

 平成29年６月14日
近畿財務局長に提出。

 
(９) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第４号の規定に基づくもの
 平成29年８月８日

近畿財務局長に提出。

 

(10) 四半期報告書
及び確認書

(第22期
第２四半期)

自　平成29年５月１日
至　平成29年７月31日

 平成29年９月13日
近畿財務局長に提出。

 

(11) 四半期報告書の
確認書に係る
訂正確認書

(第22期
第２四半期)

自　平成29年５月１日
至　平成29年７月31日

 平成29年９月13日
近畿財務局長に提出。

 
(12) 有価証券届出書

及びその添付書類
第三者割当増資の実施に伴うものでありま
す。

 平成29年10月16日
近畿財務局長に提出。

 
(13) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第３号及び第８号の２の規定に基づくも
の

 平成29年10月23日
近畿財務局長に提出。

 
(14) 有価証券届出書の

訂正届出書
上記(12)の平成29年10月16日に近畿財務局長
へ提出分の訂正届出書であります。

 平成29年10月25日
近畿財務局長に提出。

 

(15) 四半期報告書
及び確認書

(第22期
第３四半期)

自　平成29年８月１日
至　平成29年10月31日

 平成29年12月15日
近畿財務局長に提出。

 
(16) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第12号の規定に基づくもの
 平成30年４月３日

近畿財務局長に提出。

 
(17) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第８号の２の規定に基づくもの
 平成30年４月３日

近畿財務局長に提出。

 
(18) 臨時報告書の

訂正報告書
上記(16)の平成30年４月３日に近畿財務局長
へ提出分の訂正報告書であります。

 平成30年４月４日
近畿財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

　

平成30年４月26日

SAMURAI&J PARTNERS株式会社

取締役会　御中

　

RSM清和監査法人
 

　

指定社員

業務執行社員
 公認会計士　　坂　井　　浩　史  　印

 

　

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   髙　橋　　潔　弘　　 印

 

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れているSAMURAI&J PARTNERS株式会社の平成29年２月１日から平成30年１月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表につい

て監査を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため

に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択

及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査

法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正

な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、SAMURAI&J PARTNERS株式会社及び連結子会社の平成30年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認

める。

　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、SAMURAI&J PARTNERS株式

会社の平成30年１月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 
内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務

報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性

がある。
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監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する

意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制

の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制

報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内

部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手

するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす

影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含

まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査意見

当監査法人は、SAMURAI&J PARTNERS株式会社が平成30年１月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の

基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

 
強調事項

会社は、内部統制報告書に記載のとおり、連結子会社である株式会社ヴィオは、平成30年１月16日付けで株式の

取得により子会社化し、内部統制の評価に必要となる相当の期間が確保できなかったことから、やむを得ない事情

により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続が実施できなかった場合に該当すると判断

し、期末日現在の内部統制評価から除外している。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
　

 

※１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

　

平成30年４月26日

SAMURAI&J PARTNERS株式会社

取締役会　御中

　

RSM清和監査法人
 

　

指定社員

業務執行社員
 公認会計士　　坂　井　　浩　史　　 印

 

　

指定社員

業務執行社員
 公認会計士　　髙　橋　　潔　弘　　 印

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れているSAMURAI&J PARTNERS株式会社の平成29年２月１日から平成30年１月31日までの第22期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表

について監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計

画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連

する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

SAMURAI&J PARTNERS株式会社の平成30年１月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
　

 

※１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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